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  第１章 今まで道路の整備が目指したもの 
１．全国平均並みを目指して － 最後進県からの脱出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動車社会への転換 

昭和の時代、愛媛の道路整備は、最も遅れていた 

昭和４９年４月、愛媛県の国県道の道路改良率

は29.8％で、全国最下位でした。 
愛媛県の道路整備が遅れた原因としては、全国

17位の道路延長に加え、石鎚山（1,982ｍ）をはじ

めとする四国山地等の険しい山々があり、県土の

70.6％（全国平均 65.9％）は山地で占められ、地

質は、中央構造線などの大きな断層の影響により、

その大部分が崩れやすい性質を帯びているといっ

た厳しい自然条件が考えられます。 
このような道路整備にもかかわらず、自動車の

保有台数は、年々急激な増加を続け、やがて、「交

通戦争」時代の到来とともに、道路の整備は喫緊

の課題となりました。 
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●自動車保有台数の推移（二輪車は除く） 

昭和 30 年代の貨物輸送量のシェアをみると、全国では、自動車のシ

ェアが約８割となっており、既に道路の時代になっていたと言えます。

一方、愛媛県では、海運のシェアが35.5％と高い状況にあり、全国に比

べて、海運への依存が高かったことがわかります。これは、厳しい自然

条件とともに、愛媛県の道路整備の遅れにつながった要因のひとつであ

ると考えられます。しかし、その後、昭和 60 年代になると、全国の状

況と同様に、自動車での運搬のシェアは85％を越え、道路整備への需要

が高まる要因のひとつになったと考えられます。 

昭和４９年 29.8% 47位
昭和５５年 36.8% 47位
昭和６１年 44.7% 46位
平成　３年 52.5% 46位
平成１２年 64.0% 43位

道路改良率
(幅員5.5m未満含む)

●愛媛県の国県道における過去の改良率及び整備率 

資料：「道路統計年報」国土交通省道路局 

(2000年までは建設省道路局)監修より作成 

資料：平成11年度版「自動車数の推移」四国運輸局編より作成 

道路改良率(％) 

 

政令（道路構造令）の

規格に適合するよう改築

されている道路の延長割

合のことです。一般に道

路の整備水準を評価する

指標として利用されてお

ります。 

「幅員5.5ｍ未満を含む」

とは１車線での規格改良

も含むことを指します｡ 

キーワード

全 国 愛媛県 

●貨物輸送量に占める輸送手段のシェアの変化 

資料：「統計から見た愛媛県の地位」愛媛県統計協会より作成 
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●昭和45 年頃の道路の維持補修状況 
●昭和末期の国道194 号 
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重点投資の背景にあった県民の期待 

道路整備への重点投資～最後進県からの脱出 
●昭和から平成にかけての道路改良率の順位（国県道・幅員５．５ｍ未満を含む） 

愛媛県では、県民の道路整備に対する期待に

応えるため、また、道路整備の遅れを取り戻し、

少しでも全国平均並みの道路へと近づけるた

め、特に昭和から平成にかけて、道路関係事業

の拡充を図ってきました。また、整備にあたっ

ては、厳しい自然条件や地質条件による事業費

の増大を抑えられるよう、公共事業全体での具

体的施策による工事コストの縮減等にも努めて

きました。 
その結果、昭和61年に全国最下位を脱出し、

平成 12 年には、全国 43 位まで順位も上がって

いきました。 

 愛媛県では、県民の意識や要望などを把握し、今後の行政

推進の参考とすることを目的に、「県民生活に関する世論調

査」というアンケートを実施しています。この調査の結果を

見てみると、産業における「特に力をいれて欲しい施策」の

項目で、平成元年から平成10年まで、雇用対策、中小企業対

策等といった項目を押さえ、道路整備が１位となっており、

道路整備への重点投資の背景には、「遅れている道路整備をな

んとかして欲しい」という県民の強い期待がありました。 
 

資料：「道路統計年報」国土交通省道路局(2000年までは建設省道路局)監修より作成 
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●平成初期の愛媛県道路事業費の推移 

1,575億円 

707億円 
道路の新設、改良

や橋梁架設のた

めの事業費 

東西に長く山がちな県土、全国第 5 位の海岸線延長

(1,633km)、もろく崩れやすい地質など、愛媛県には厳

しい地形・地質条件があり、それに伴って、同じ距離の

道路を整備するためにかかる費用は、他県に比べて大き

くなっています。右に示したグラフは、過去 11 年間の

愛媛県と香川県の道路改良事業費と道路改良事業量の

実績値に基づいて算出した両県間における道路改良事

業費を比べたものです。これによると、愛媛県で 1km
の道路改良を行うのに必要な道路事業費は、比較的平野

部の多い香川県の約 1.5 倍必要であるということを示し

ています。 
もし、香川県と同程度のコスト（道路 1km を整備す

るために必要な費用）で愛媛県の道路が整備できると仮

定した場合、昭和40年から平成12年までの整備で、改

良率は87.8％（現在は64.0％）となります。単純な試算

ですが、これは、平成12年現在の順位では、全国11位

に相当します。 
 この様に、様々な厳しい条件の下での道路整備は、愛

媛の道路の宿命であるとも言えるのではないでしょう

か。 

地理、地形という愛媛の道路の宿命 
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●愛媛県と香川県の単位距離 

あたりの道路改良事業費の比較 

●事業コストの違いによる事業進捗の違い 

資料：「道路統計年報」国土交通省道路局(2000年までは建設省道路局)監修より作成 

試算値87.8％ 

実績64.0％ 
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第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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  第１章 今まで道路の整備が目指したもの 
２．高速道路の延伸 － 全国より２０年遅れでスタート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０年遅れでスタート  地方は待ち続けた 
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（年度）

（開通率（％）） 全国 四国 愛媛

つながった本州・四県都  「四国は一つ」へ 

予定路線
（ｋｍ） 開通延長 開通率 開通延長 開通率

（ｋｍ） （％） （ｋｍ） （％）
11,520 7,200.0 62.5% 7,343.0 63.7%

縦貫道 222 222.2 100.0% 222.2 100.0%
(214.1) (48.5%) (229.8) (52.1%)
198.5 45.0% 214.2 48.6%

(436.3) (65.8%) (452.0) (68.2%)
420.7 63.5% 436.4 65.8%

縦貫道 134 133.4 100.0% 133.4 100.0%
横断道 121 20.6 17.0% 36.3 30.0%

計 255 154.0 60.4% 169.7 66.5%

注１）平成15年度末予定は、道路公団の平成15年度事業計画の概要による。
注２）四国の上段（　）は、一般有料高松東道路（１５．６km）を含む。

愛媛

平成１４年度末 平成１５年度末予定
開通区間

全国

区分

四国
横断道 441

663計

●高速道路開通率の推移 

注意）一般有料道路は含まない 

約２０年の遅れ 

昭和６０年３月 
三島川之江～土居間開通 

昭和４０年７月 
名神高速道路全線開通

●四国の高速道路の開通状況 

日本初の高速道路が開通したのは、東京オリンピ

ックの前年の昭和38年、名神高速道路の栗東～尼崎

71.1kmでした。そして、高度経済成長と歩調を合わ

せるように首都圏と近畿圏とを結ぶ高速道路の整備

が進められ、日本万国博覧会の前年の昭和44年には、

東名高速道路が全線開通し、東京～大阪間が高速道

路で結ばれました。その後、高速道路は地方へと拡

大してゆき、昭和46年には、北海道や九州でも一部

区間が開通しました。 
しかし、四国においては高速道路の開通が全国か

ら大きく遅れ、昭和60年の四国縦貫道（松山道）三

島川之江～土居間 11.0km の開通まで待たなければ

なりませんでした。 
名神高速道路が初めて開通してから、実に22年後

のことでした。 

四国における高速道路の整備は、着手こそ遅かっ

たものの、その後は、東から順次開通し、平成10年

には、各県の県都へ高速道路が整備されました。さ

らに、平成12年の四国縦貫道の全線開通により４県

都が高速道路で結ばれ、横断道と縦貫道がＸの形に

交わる、いわゆるエックスハイウェイがつながりま

した。また、昭和63年には瀬戸大橋が開通し、念願

の本州との連結を実現し、続いて、平成12年には愛

媛県でも「しまなみ海道」の開通により本州とつな

がることができました。 
四国は、これまで本州と離れていたことや高速道

路の整備が遅れていたこともあり、経済的に取り残

されたような状況にありましたが、高速道路により

本州と４県都がつながり、四国４県が連携して１つ

となって発展していくための基盤が形成され始めた

と言えます。 

1985年3月 

1994年11月 

1997年12月 2000年3月 Ｘ
エックス

ハイウエイで４県都が結ばれる 
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資料：「四国における高速道路の事業展開について」日本道路公団四国支社より作成 

2002年9月 

これまでの継続的な道路整備により、平成14年度末における四国の高速道路開通率は全国水準に並ぶところまでにな

りました。昭和の時代から道路整備の遅れを取り戻すために努力を続けてきた愛媛県にとっては、“まずは全国水準”と

いう一つの段階までは来たと言えるでしょう。しかし、愛媛県内を見渡してみると、現在のところ大洲 ICまでの供用に

とどまっており、また、四国の道路ネットワークの視点から見ても、四国中心部から 4 県の各都市部へと伸びる放射状

となっているため、ネットワークの連続性が確保されておらず、高速道路の高速性を活かした本来の機能を十分に発揮

しているとは言えません。 

開通率という数字は全国並みに高まったが・・・ 

「開通率」という数字の一面か

らは、全国水準に達したと言えま

すが、高速道路の有する機能や効

果を最大限に発揮するためには、

「南への延伸」、そして「エックス

から 8 の字への整備」が不可欠で

あると言えます。 

●利用される高速道路 

四四国国８８のの字字ハハイイウウェェイイへへ！！  

南南へへ延延伸伸  
ネネッットトワワーーククのの形形成成がが不不可可欠欠  

※左図の状況は、平成15.4.1現在 

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 

●整備中の高速道路：宇和ＩＣ(仮称)付近 

大洲・松山方面 

宇和島方面 
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  第１章 今まで道路の整備が目指したもの 
３．道路整備の効果は数字だけじゃない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路整備による安全性の向上 

道路整備により自動車等の道路利用が拡大 

●愛媛県における交通事故件数の推移 

右のグラフは、昭和 55 年から平成 12 年までの愛媛県に

おける道路交通事故件数の変化と自動車千台あたりの道路

交通事故件数を示したものです。 
事故件数は、自動車の飛躍的な普及、交通量の増大に伴

って、全国的に増加傾向にあります。こうした傾向は愛媛

県においても同様で、昭和55年時における事故件数を1と

した場合、平成12年には約1.5倍にまで増加しています。

しかし、保有台数（千台）あたりの事故件数で見てみると、

昭和60年前後から一時上昇傾向がみられるものの、平成元

年あたりからは一転して減少傾向を示しています。これに

は様々な原因が考えられますが、道路改良を進めてきたこ

とで、より安全で運転のしやすい規格に改良された道路が

増えたことも要因の一つだと考えられます。 
しかし、道路利用者数の増加、移動距離の増加に伴って

発生している交通事故件数は年々増えており、引続き道路

整備の面からも積極的な交通安全対策が求められていま

す。 資料：「香川の交通」香川県警察本部より作成

●自動車交通増加の背景 

資料：「自動車保有車両数月報」運輸省、「運転免許統計」愛媛県警察本部、

「都道府県別免許保有者数（月報）」警察庁、「愛媛の道路 2002（資

料編）」愛媛県より作成 
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自動車千台当たり事故件数 事故件数の伸び

 20 世紀後半、車社会の到来によって、私たちの生活スタ

イルは大きく変わりました。自動車の普及による生活スタイ

ルの変化は、愛媛県においても全国と同様に起こり、現在で

は自動車を利用すること自体が生活の一部になっている方

も多いのではないでしょうか。 
 私たちの日々の行動には、通勤・通学、買い物、余暇活動

など、移動を伴うものが多くあり、今日では自動車がその代

表的な移動手段となっています。 
こうした自動車利用の増加は、統計資料にも表れており、

昭和 60 年から平成 11 年における松山市を発着する目的別

の自動車トリップ数の変化を見てみると、日常における主な

活動で自動車の利用が増えていることがわかります。また、

下の棒グラフは松山市民の通勤・通学時における交通手段を

平成2年と平成11年で比較したもので、これによると、バ

スや鉄道といった公共交通機関を利用する人が減少してい

●松山市民の通勤・通学における交通手段の変化 

資料：「国勢調査」総務省より作成
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●松山市を発着する目的別の自動車トリップ数の変化 

資料：「道路交通センサス自動車起終点調査」建設省道路局より作成
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自動車保有台数 運転免許保有者数 国県道改良済延長

るのに対し、自家用車を利用する人が大幅に増加し

ていることがわかります。このように急激に自家用

車を利用する人が増加した理由としては、乗用車保

有台数や運転免許保有者の増加などの理由のほか

に、利用者の増加にあわせて道路整備が行われ、自

動車を利用しやすい環境が整ってきたことも大きな

理由の一つであると考えられます。 
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観光の振興に寄与する道路 

四国に活動範囲の拡大をもたらしている高速道路 

●高速道路整備による四国各県庁の 2 時間圏の拡大 
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資料：「観光客数とその消費額」(社)愛媛県観光協会より作成

●観光客数の推移 

0
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]

定路線交通機関 貸切バス 自家用車 その他の交通機関

自動車利用が約2倍に増加

●交通機関別利用人数の推移 

資料：「観光客数とその消費額」(社)愛媛県観光協会より作成

 近年、観光面においても道路整備の効果がはっきりとし

た形で現れてきています。愛媛県における観光客数は、年々

増加傾向にありますが、特に瀬戸大橋が開通した昭和63年、

しまなみ海道が開通した平成11年には、県外からの観光客

が大幅に増加しました。瀬戸大橋、しまなみ海道の開通後

は、それぞれ県外からの観光客数に多少の減少が見られま

すが、いずれも開通前の水準を上回っており、道路整備に

よる愛媛県へのアクセス性の向上がもたらした効果である

と考えられます。 
 また、愛媛県に訪れる県外からの観光客の利用交通機関

別の内訳を見てみると、平成13年で、定路線交通機関を利

用する県内外の観光客数は約 430 万人(全体の約 18％)、貸

切バス及び自家用車といった道路利用者数は約 1,900 万人

(貸切バスが約 23％、自家用車が約 58％、合計で約 81％)
となっています。特に自動車利用者数（貸切バスと自家用

車の利用者数の合計）は、S58 年当時からおよそ 2 倍ほど

に増加し、観光客の自動車及び道路利用に対するニーズの

拡大に道路整備が徐々に追いついてきていることがわかり

ます。 
 

高速道路の整備が遅れていると言われ続けてきた四国で

すが、ようやく 4 県都が高速道路で結ばれました。高速道

路の整備が進んだことで、四国各県庁の2時間圏が拡大し、

4県都間の所要時間も大幅に短縮されました。また、この所

要時間の短縮によって愛媛県と四国各県間の自動車旅客輸

送量も大幅に伸びました（右下のグラフ参照）。中でも、愛

媛県から最も遠い徳島県間の相互旅客輸送量は大幅な時間

の短縮により、平成12年時点で昭和54年時の約11倍に伸

び、また、愛媛県－高知県間では短縮された時間は他県と

の間ほど多くはなかったものの、山間部を抜けなければな

らなかったこれまでと比較して、走行時の快適性が飛躍的

に向上したことを受けて 6 倍を超える輸送量の伸びを見せ

ました。 
四国では、全国に遅れる形で道路整備がなされてきまし 

たが、高速道路の整備による時間短縮、走行快適性の向

上は、日々の活動における時間的・空間的な制約を緩和

し、四国内での移動を活発にさせ、活動の範囲を広げる

など、さまざまな部分で効果を発揮しています。 

資料：「エックスハイウェイこれからの四国のために」 

(社)土木学会四国支部，日本道路公団四国支社より作成
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1 .3倍↑

11 .6倍↑

6 .5倍↑

●愛媛県と四国各県間の自動車旅客輸送人員の伸び 

資料：「貨物地域流動調査 旅客地域流動調査」運輸省運輸政策局

情報管理部編より作成 

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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  第２章 道路の今 ＮＯＷ 
１．全国ベースとの距離は少しずつ縮まってきているが 
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年平均0.71%

愛媛県
年平均1.34%

２２年の遅れ

愛媛県の道路整備水準 

●全国および愛媛県の国県道における道路改良率の推移 

（平成14年４月１日現在）
改良済 舗装済

延長(km) 率(%) 延長(km) 率(%)

高速自動車国道 2 154.5 154.5 100.0 154.5 100.0
指定区間 6 447.2 447.2 100.0 447.2 100.0

一般国道 指定区間外 13 619.0 471.2 76.1 616.0 99.5
計 18 1,066.3 918.4 86.1 1,063.2 99.7

主要地方道 54 1,118.1 806.4 72.1 1,089.6 97.5
県道 一般県道 189 1,801.3 920.3 51.1 1,653.9 91.8

計 243 2,919.5 1,726.7 59.1 2,743.6 94.0
国・県道計 261 3,985.7 2,645.1 66.4 3,806.8 95.5
市町村道 26320 13,389.6 6,119.3 45.7 11,012.2 82.2

道路種別 路線数 実延長(km)

※改良率は5.5m以上も含む。　※舗装率は簡易舗装も含む。
※国道317号(本四公団管理分25.2km)及び国道196号(日本道路公団管理分4.0km)は一般国道（指定区間)に含む。
※自転車道線(今治大三島自転車道、松山川内自転車道線の２路線28.3km)は含まない。
※路線数は(一)藤縄長浜線（認定済未供用）を含む。
※本表は少数第２位以下を四捨五入しているため内訳と計が一致しないものある。
※一般国道の路線数は、国道３１７号が「指定区間」と「指定区間外」に分かれているため、内訳と計が一致しない。
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全国平均 80.8% 愛媛県
64.9%(43位)

H13.4.1現在

県外から愛媛県に来られた方や、県外によく

旅行や出張をされる方の中には、愛媛県の道路

は他県の道路と比べて、町中で急に数メートル

だけ道が狭くなることが多いとか、山中のカー

ブが急であったりすると感じることがあるか

もしれません。このことはデータにも表れてお

り、平成 13 年の愛媛県の道路改良率は 64.9%
と、全国水準（80.8％）を大きく下回っていま

す。道路整備の拡充により、全国の２倍近くの

スピードで向上してきた愛媛県の道路改良率

ですが、現在でもまだ昭和 54 年当時の全国水

準とほぼ等しい状況であり、県外の方が愛媛県

の道路は走りにくいと感じるのはもっともだ

と言えます。 
それでは、どのような道路で改良率が低くな

っているのでしょうか。国道では約86％が改良

されているのに対し、県道が59％、市町村道に

なると46％と低くなっています。国道は県をま

たいで整備された幹線道路、県道は市町村間や

主要拠点をつなぎ国道を補助する補助幹線道

路、市町村道は各市町村内を移動するのに利用

する生活道路としての役割を持っており、国道

の改良率が最も高く、次いで県道、最も低いの

が市町村道であるということは、普段の生活に

密着した道路になるほど改良率が低く、道路整

備が進んでいないということになります。 
また、人口が集中した地域（DID地区）の国

道、県道における歩道の設置状況は、全国や四

国の平均よりも低く、十分な歩行空間を確保で

きているとは言えません。 
 愛媛の道路は、着実に整備が進んでいるもの

の、生活に身近な道路を中心に整備が遅れてい

る状況となっています。 

資料：「道路統計年報2002」国土交通省道路局監修より作成 

資料：「道路統計年報」国土交通省道路局(2000年までは建設省道路局)監修より作成 

●各都道府県の国・県道の道路改良率の比較 

●道路種別ごとの道路整備現況 

79.8%

73.9%

70.4%

60% 65% 70% 75% 80% 85%

全国

四国

愛媛県

●人口集中地区（ＤＩＤ地区）における歩道設置率 

資料：「平成11年度道路交通センサス一般交通量調査CD-ROM」 

国土交通省道路局編より作成 

●国・県道にまだある未整備箇所 
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道路整備の目指す向こうには県民の満足度 

幹線道路
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地域によって異なる道路の状況 

愛媛県を東予、中予、南予の３地域に分けて、各地域

ごとに国県道の整備率を見てみると、改良率、歩道設置

率ともに東予が最も高く、次いで中予、最も低いのが南

予となっており、愛媛県の中では南予地域での道路整備

の遅れがはっきりとわかります（右グラフ参照）。この

原因としては、南予が東予、中予と比べて山地が多く、

海岸延長が長いなど、自然・地理的な条件が厳しいこと

が考えられます。また、東予や中予では、高速道路の整

備を行った際に、開通時に必要となる関連道路の整備を

合わせて行ったことも整備率に差が生じた一つの要因

となっています。こうした整備の遅れによって、主に山

間部では見通しの悪い急カーブやすれ違いが困難な箇

所を含む危険な道路を、日常的に利用せざるを得ない状

況となっています。 
一方、都市部では、交通量が道路の容量を超えること

で発生する渋滞をはじめ、地方部の道路とは異なった問

題が発生しています。愛媛県内で渋滞対策が必要とされ

る「渋滞ポイント数」では、県都松山のある中予が約７

割を占め、非常に大きな時間損失が発生しています。 
このように、県内でも道路の整備水準や道路が抱える

問題は地域間で異なっており、各地域のニーズに応じて

バランスよく道路整備を進める必要があると言えます。

ところで、道路改良率といった「整備の度合い」の向上

に努めるということと、「利用者のニーズ」は、本当に合致

しているのでしょうか。 
右のグラフは、平成14年に国土交通省が実施した「道路

に対する利用者満足度調査」（通称「ＣＳ調査」）の結果か

ら、道路全般に対する全国各都道府県の満足度（最高5点）

を取り出し、該当する都道府県の国県道の改良率との関係

を表したものです。満足度と改良率の関係は、都道府県ご

とにバラツキがありますが、傾向としては、改良率が著し

く低いときは、改良率の上昇が満足度の上昇に与える影響

は強く、その後、改良率の上昇に伴ってその傾きも次第に

緩やかになり、概ね改良が施された段階になると、逆に満

足度が下がってくる傾向にあることが読み取れます（緑色

の近似曲線）。 
この傾向を参考にすれば、国県道改良率 64.9％の愛媛県

は、今後、道路整備を進めることによって、県民の満足度

が大きく上昇する可能性が高いと考えられます。 

●都道府県の国県道における道路改良率と満足度の相関

資料：「道路統計年報2002」国土交通省道路局及び「道路に対する

利用者満足度調査結果」国土交通省 道路IRサイト 

（http://www.mlit.go.jp/road/ir/index.html）より作成 

第３次渋滞対策プログラム(H10～14)
における渋滞ポイント数の割合

東予
16%

中予
71%

南予
13%

●地域別渋滞ポイント数の状況 

国県道の実延長の割合

東予
23%

中予
30%

南予
47%

●地域別の国県道の現況 

60.8%

63.1%

75.4%

29.5%

36.7%

25.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東予

中予

南予

改良率 歩道設置率

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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  第２章 道路の今 ＮＯＷ 
２．まだまだ必要な道路整備 － 背景となる社会の情勢（１） 
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愛媛県は、
四国4県の中で1番大きい
中国・四国９県の中で3番目に大きい
渋滞損失額となっています。

右のグラフは、中・四国地方に含まれる 9 県の平成 11 年

度の交通量調査結果から推計した、1 年を通して発生してい

る渋滞損失額を示したものです。この損失額は、渋滞により

失われている時間を貨幣換算したものです。これによると、

わが愛媛県は、四国4県では1番大きく、中・四国9県では

広島県、岡山県に次いで3番目に大きな渋滞損失が発生して

いることがわかります。 
また、右下の図は愛媛県内における渋滞損失額を路線上に

示した 3D マップです。愛媛県では、都市部、特に松山市内

において集中的に渋滞が発生していることがわかります。渋

滞による時間損失は、社会全体に対して多大な経済的損失を

与えるため、早期の解消が不可欠です。 
 

移動時間でひずむ県土－高速道路の南への延伸は急務 

宇和島市から松山市までの所要時間は1時間50分程度

かかり、松山市から同程度の距離である伊予三島市から

の所要時間に対して約1.4倍となっています。これは高速

道路の有無による差であると言えます。 
地域がその独自性を発揮し、地域間の競争により切磋

琢磨し自立発展していくためには、社会基盤の不備によ

る格差はあってはなりません。地域間競争の激しい現代

社会においては、地域には、その競争の土俵に上がれる

だけの社会基盤が必要不可欠であり、広域高速ネットワ

ークは、最も重要な社会基盤のひとつと考えられます。 
「高速道路の南予延伸」さらに「四国８の字ルートの

形成」は、愛媛全体の、そして、四国全体の経済発展の

ための最重要課題であると言えます。 
 

限られた区間に集中して発生する渋滞 

●県内の道路利用による所要時間の差（イメージ図） 

資料：「道路時刻表‘02～’03」 

道路時刻表研究会監修より作成

●渋滞している市街地の国道、県道 

●中・四国地方における年間の渋滞損失額 

松山市内 

●愛媛県松山市の渋滞３Ｄマップ 

資料：「国土交通省 道路IRサイト 

（http://www.mlit.go.jp/road/ir/index.html）より作成

出典:国土交通省 道路IRサイト（http://www.mlit.go.jp/road/ir/index.html）より作成

◆効果例1 救急搬送エリアの拡大 

◆効果例２ 災害時等の代替道路 
        （リダンダンシー）の確保
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愛媛県は、中央構造線など大きな3本の断層が県内を縦断

しているため、崩れやすい地質の地域を多く有しています。

災害時に避難、救助活動を実施するうえで必要不可欠な路線

においても、落石・斜面崩壊等の危険な箇所が数多く残って

います。 
愛媛県では、年間平均で道路延長 5.5km に 1 箇所の割合

で道路被害が発生しているということが、統計に表れていま

す。これは、全国で 12 番目に道路被害が多いということに

なります。また、愛媛県内における土砂災害危険箇所数を地

域で分類してみると、東予、中予がそれぞれ2割程度である

のに対し、南予は5割を超えており、危険箇所が多いことが

わかります。 
こうした現状から、台風や豪雨などの自然災害による道路

の崩壊や通行止めを未然に防止するために、落石・斜面崩壊

等の危険な箇所に対して対策工事を行い、安全で安心して走

行できる道路を確保することが必要です。また、万が一通行

止めになった場合でも、日常生活への影響を最小限に押さえ

るためにも、迂回できる道路の整備をあわせて進めていく必

要があります。 

災害に弱い愛媛の道路 

愛媛県内の国道・県道の改良率は66.4％(平成14年4月1
日現在)であり、言い換えると、県内の主要な道路の約 1/3

の区間は、車のすれ違いさえも困難であり、快適性はもと

より安全な走行も困難な道路であるということになりま

す。 
それでは、どのような地域の改良率が低いのでしょうか。

右のグラフは、愛媛県下にある 70※の市町村ごとの面積あ

たりの山地割合と道路改良率との関係を表したものです。

これによると、多少のバラツキはあるものの、概ねの傾向

としては、山地割合が増加するにしたがって改良率の値が

低くなっており、離合の困難な箇所が多くなっていること

がよくわかります。 
このような離合のできない道路は数多く残っており、全

ての路線を整備するには、費用も時間も多く必要となりま

す。山地部においては、交通量等にもよりますが、当面の

課題として、少なくとも、待避所の設置やすれ違いのでき

る部分的な改良整備が必要であると言えます。 

まだまだある離合困難箇所 

資料：「統計からみた愛媛県の地位」愛媛県統計協会および「平成11年 

道路交通センサス一般交通量調査CD-ROM」国土交通省道路局編より作成

注：道路被害箇所数は過去15年（S61～H12）の平均 

●山間部で頻発する土砂災害 

愛媛県
0.18箇所/km

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

宮

崎

県

鹿

児

島

県

熊

本

県

大

分

県

長

崎

県

高

知

県

島

根

県

千

葉

県

佐

賀

県

埼

玉

県

徳

島

県

愛
媛

県

兵

庫

県

愛

知

県

奈

良

県

山

口

県

和

歌
山

県

京

都

府

福

岡

県

岩

手

県

福

島

県

鳥

取

県

岡

山

県

長

野

県

石

川

県

広

島

県

三

重

県

大

阪
府

宮

城

県

香
川

県

栃
木

県

青

森

県

群

馬

県

秋

田

県

岐

阜

県

新

潟

県

山

梨

県

福

井

県

富

山

県

山

形

県

沖

縄

県

東

京

都

静

岡

県

滋

賀

県

北

海

道

茨

城

県

神

奈

川

県

単
位

距
離

あ
た

り
災

害
に

よ
る

道
路

被
害

箇
所

数
（
箇

所
/
km

）

●道路被害箇所数の全国比較 

東予
1.372
22%

中予
1,505
24%

南予
3,321
54%

土砂災害
危険箇所数
6,198箇所

●愛媛県内の土砂災害危険箇所の地域別比較（H13） 

資料：山林割合は「愛媛県統計年鑑」愛媛県統計協会より 

●山林割合と国県道改良率の比較 

●離合に苦慮している路線バス 
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※ 平成14年4月1日の道路改良率であるため、市町村数は70となる。 

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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  第２章 道路の今 ＮＯＷ 
２．まだまだ必要な道路整備 － 背景となる社会の情勢（２） 
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13年調査

14年調査

愛媛県における歩行者の交通事故死傷者数は、ここ数年、減少

傾向にあります。しかし、年齢別に見てみると総数が減少してい

るのにも関わらず、65歳以上の高齢者の死傷者数は年々増加して

いることが分かります。今後、高齢化社会を迎えて、お年寄りの

社会進出が活発になると、今まで以上に外出する機会は増えてい

き、交通事故の増加が懸念されます。 
お年寄りに限らず歩行者の事故を未然に防ぐため、歩道の整備

はもちろんのこと歩行空間のバリアフリー化を実施し、誰もが安

心して移動できる空間を作り出す必要があります。 
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1)歩行者を巻き込んだ交通事故死傷者数の推移 2)歩行者交通事故死傷者数における高齢者割合の推移 

増加する歩行中の高齢者事故 

愛媛県における高齢者の比率は 21.4%であり全国を４

ポイント上回る高齢化県となっています。そして、将来

も同様に全国より高い高齢化率と予測され、約30年後に

は３人に１人が65歳以上になっていると予測されていま

す。また、県民アンケートでは、将来なってほしい愛媛

のイメージとして、「医療・福祉の充実」や「高齢者に優

しい」など高齢化社会を意識させる項目が上位となって

います。 
高齢化時代の到来により、通院、福祉施設への移動、

買い物、文化施設への移動などに、高齢者が車を利用す

る機会が増えることが予想されることから、高齢者が安

心して利用できるよう、地域内の道路整備を進める必要

があります。 

高齢化時代のニーズへの対応 

●全国より高い愛媛の高齢化率 

資料：「都道府県の将来推計人口（平成14年3月推計）」 
国立社会保障・人口問題研究所より作成 

●愛媛県内の歩行者交通事故死傷者数と年齢別割合 

●将来なってほしい愛媛のイメージ（上位５項目） 

資料：「県民生活に関する世論調査」愛媛県より作成 
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平成元 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21（年）

（万人）

16～24歳

25～64歳

65歳以上

●年齢別免許保有人数（全国） 

資料：「交通安全白書（平成13年版）」内閣府編より作成

資料：(財)交通事故総合分析センターホームページ（http://www.itarda.or.jp/）より作成 

●歩行者の安全のために歩道は必要 

(人) 
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道路のみで
連結
83%

鉄道・道路
で連結

17%

市町村合併は、地方分権に対応した市町村の行財政基

盤の拡充を図り、広域化する生活圏に対応したまちづく

りを進めるうえで避けて通れない課題であり、県内の状

況を見ても、市町村の大多数が合併協議会に参加し、合

併へ具体的に取り組んでいます。 
合併が予定されている市町村間のうち、比較的、取組

みの早かった市町村では、鉄道で移動が可能な市町村間

は 17％しかなく、大半は道路を利用することになりま

す。合併した市町村内の行政サービス水準を維持・向上

させ、地域内の交流・連携の促進を図り、合併後の地域

間較差を発生させないためには、合併市町村内の円滑な

移動が不可欠であり、その大半を道路に頼る愛媛県で

は、道路の整備状況が大きな影響を与えると考えられま

す。 

合併することで新しく生まれる市町の発展のために

も、これを支援する道路の整備が不可欠と言えます。

進む行政の広域化 

●合併市町村間(上図)の移動手段 

南海地震への対応 

への搬送ルート（これらの道路を緊急輸送路と呼びま

す）を常に確保するなどハード面での対応も非常に重

要となります。 

現在、愛媛県では総延長約1,900km※1の緊急輸送路が

選定されており、その改良率は約 80％※1 となっていま

す。この数字を見ると一見高い整備水準を達成しているか

のように見えますが、現実には必ずしもそうとは言えませ

ん。緊急輸送路の性質上、わずか一箇所の通行困難箇所

（未整備区間）の存在が緊急時における避難や救援活

動に遅れを生じさせ、結果的に私たちの生命や貴重な

財産を危険にさらすことにつながるからです。 

現在、愛媛県内の全市町村のうち、最寄りの生活圏

中心都市間※２を結ぶ緊急輸送路が 100％改良済の道路

で構成されているという市町村は約 7 割ありますが、

残りの約 3 割の市町村はいざという時でも未整備区間

を含むルートを通らざるを得ない状況です。緊急時に

孤立する市町村をなくし、安全、安心の生活を保障す

るためにも緊急輸送路全線の早急な整備が必要となっ

ています。 

政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会によると、

南海地震は四国沖で30年以内に40％の確率で発生すると

予測されており、本県のほぼ全域で震度5以上を記録する

と言われています。その際、日本有数の地すべり地帯を有

する四国では，地震による土砂災害や津波災害による甚大

な被害が想定されます。 

南海地震が発生した場合、二次的被害拡大の防止や被害

地域の早期復旧を図るためには、自治体及び関連機関の迅

速な初動管理と危機管理対応が重要となります。しかし、

ソフト面のみの対応では十分な災害対策を行うことは出

来ず、合わせて緊急物資等の輸送ルートや救急医療施設

●東南海地震発生時に想定される四国の被害 

出典：内閣府 中央防災会議ホームページより(http://www.cao.go.jp/) 
 

ここでの緊急輸送路延長、改良率については、県管理道路のみを対象とし

た値 
生活圏中心都市とは、伊予三島市、新居浜市、西条市、今治市、松山市、

久万町、大洲市、八幡浜市、宇和島市の9市町を指す 
 

※1 
 
※2 
 
 

出典：愛媛県市町村合併ホームページより 
（http://www.pref.ehime.jp/） 

［平成15年1月1日現在］

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 

●市町村合併への取組み状況 
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  第２章 道路の今 ＮＯＷ 
３．転換期を迎えた道路整備 － 近年かげりを見せている財政事情 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国的には将来の維持費の増大が予想される 

新規投資

更新費

公共投資額(実績)

公共投資額(予想)

維持費

新規投資

更新費

公共投資額(実績)

公共投資額(予想)

維持費

0% 20% 40% 60% 80% 100%

愛媛県

全国

維持修繕計 新設費等

13 14 15 16 17 18
歳入

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200

7,400

（億円）

年度

愛媛県中期財政見通し

増加の見込めない財政収入 

戦後の日本経済は、国民の英知と努力の結果、復興か

ら高度成長を達成し、二度にわたる石油危機や円高をも

乗り越え世界第二位の経済規模を実現しました。しかし

1990年代初頭の景気後退、その後のいわゆる「失われた

10年」を経て、低成長時代へと移行しています。 
このような時代背景から、愛媛県の歳入は今後大幅に

増加することは考えられず、中期財政見通し（平成14年

10 月見直し）においても、平成 15 年度までは減少傾向

にあり、その後もほとんど増加の見込みは少ないとされ

ています。また、道路整備事業などの公共事業が含まれ

る投資的経費の歳出についても、同様に平成15年度以降

は、横ばいの見通しとされています。 
これからの道路整備はこのような厳しい財政状況の中

で舵取りをしていかなければなりません。 

今後、大きな経済成長が見込めない中、少子高

齢化の進展にともなう生産年齢人口の減少や社会

保障関係費の増大などにより、公共投資額は低下

の一途をたどると予想されています。さらに、公

共投資額の絶対的な減少に加えて、これまで整備

してきた道路や橋梁などの維持管理や更新にかか

る費用が増えてくるため、「新規投資の余力はどん

どん減ってくる」と言われています。 

愛媛県の道路整備は、全国に比べて遅れている

こともあり、維持更新費の割合は全国ほど高くは

ないので、新規投資額を確保できる今のうちに、

早急に効率的な道路整備を進める必要がありま

す。 

出典：「土木学会企画委員会討論会資料(1999年)」 

0.5

1.0

1.5

2.0

S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10

愛媛県民所得 国民総所得

●経済状況の推移（昭和55 年を 1.0 としたときの伸び）

資料：「愛媛県中期財政見通し（平成14年度10月見直し）」より作成 

資料：「道路統計年報2002」国土交通省道路局監修より作成 

13 14 15 16 17 18
実質投資的経費

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

（億円）

年度

●愛媛県の財政の見通し 

資料：「SNA(国民経済計算)」内閣府ホームページ（http://www.cao.go.jp/）

及び「平成11年度愛媛の県民計算」愛媛県統計課編より作成 

●新規投資・更新費・維持費の見通し 

(土木部推計) 
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平成の景気後退以降の長引く不況にともない愛

媛県の財政事情は低迷しており、道路事業費にも影

響が表れています。平成に入って間もない頃は、好

景気により増加する歳入とともに、県民のニーズも

あり、道路整備に重点的に投資を行ったことで、道

路事業費は増加を続けました。しかし、平成７年度

をピークに道路事業費は減少傾向にあり、平成 14
年度当初予算ではピーク時のほぼ半分となってお

ります。 
また、この近年での推移を見ると愛媛県の道路関

係予算は、平成 14 年度の予算において、前年より

約 12％、約 130 億円の大幅減少になっており、平

成15年度も更に減少の傾向にあります。 
愛媛県の中期財政見通しによれば、今後とも厳し

い財政運営が続くものと予測されており、ピーク時

から半減した愛媛県の道路事業費が、今後、再び急

激に伸びていくことは、ほとんど期待できないと予

想されます。 
このような状況のなかで、従来通りの整備手法を

続けても、整備のスピードは落ちる一方であり、全

国並みの整備水準への到達は、更に遠くなっていき

ます。これからは、限られた予算をいかに有効に使

うかを念頭において整備を進めていく必要があり

ます。 
 

７年間で半減した道路予算 

●愛媛県道路事業費の推移 

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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愛媛県道路事業費のピーク時との比較
（道路、橋りょうの新設･改築にかかるもの）

（道路橋りょう新設改良費）

億円

ピーク(H7)の
　５９．４％

1,420億円

844億円

656億円

H14当初

745億円
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  第２章 道路の今 ＮＯＷ 
４．道路特定財源のメリット 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目的税であることのメリットがある 

国   

税目 内容 課税される段階 

揮発油税 多くの自動車の燃料であるガ

ソリンにかかる税。 

（走行段階：ガソリン車）

石油ガス税 タクシーなどに見られるＬＰ

Ｇ車の燃料にかかる税。 

（走行段階：ＬＰＧ車） 

自動車重量税 車検の際に、自動車の重量に応

じて負担する税。 

（保有段階） 

地方   

税目 内容 課税される段階 

軽油引取税 ディーゼル車の燃料の軽油に

かかる税。 

（走行段階：ディーゼル車）

自動車取得税 自動車を取得する際にかかる

税。 

（取得段階） 

地方道路譲与税 ガソリンにかかる地方道路税

を地方に譲与するもの。 

（走行段階：ガソリン車）

自動車重量譲与税 自動車重量税の一部を地方に

譲与するもの。 

（保有段階） 

石油ガス譲与税 石油ガス税の一部を地方に譲

与するもの。 

（保有段階） 

 

合理的かつ公平な道路特定財源 

その他
5億円
0.2%

道路特定財源
831億円

44.7%自主財源
地方債等
1,025億円

55.1%

道路整備費用
1,861億円

●愛媛県の道路整備に占める特定財源の割合 

資料：「道路統計年報2002」国土交通省道路局監修より作成 

自動車には、取得、保有、利用の各段階で様々な税

金がかかります。このような、自動車関連の税金は、

道路特定財源と呼ばれ、その全額が道路の整備に充て

られています。道路特定財源は、道路整備にしか使用

できない税金であり、目的税に分類されます。 

道路特定財源制度は、道路利用者が負担した税金を

全て道路整備に投入して、走行時間の短縮や走行快適

性の向上といった効果を生み出し利用者に還元する仕

組みです。このように、道路特定財源制度は、受益と

負担の関係が極めて明確であり、合理的な制度と言え

ます。 
また、道路をたくさん利用する人や、道路の損傷に

影響を与える車輌重量の大きい自動車に乗る人は、ガ

ソリンの消費量に応じたガソリン税や、車輌重量に応

じた自動車重量税を支払うことで整備費用を多く負担

していただいています。このように、道路特定財源制

度は、利用の頻度による受益の大小や道路の損傷に与

える影響の大小に応じて整備費用を負担する仕組みと

なっており、公平性が確保された制度となっています。

●道路特定財源となる税目 

●県予算に対する土木関係予算のシェア 
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その他

住宅費

都市計画費

災害復旧費

港湾費

河川海岸費

道路橋りょう費

高速道路 開通 
（三島川之江～土居） 

※ 一般会計予算 
前年度からの繰越を含む 

県の予算に占める土木関係予算の割合の推移をみ

ると、年々変動していることがわかります。これは、

県の予算が、土木だけではなく、教育や商工、農林水

産業など全ての分野に充てられるもので、その時代の

状況により重視される分野が異なるためです。このよ

うに年々変動する一般財政だけでは投資できる金額

が不安定となるため、計画的な道路整備が行えませ

ん。 
道路特定財源制度は、目的税であり、その使途の範

囲が道路整備に限定されていることから、必要とされ

る道路整備に対して安定的に財源を供給するといっ

た重要な役割を担っています。 
今後の厳しい見通しの財政状況のなかで、道路整備を

進めていくためには、この道路特定財源制度は非常に

有効な制度なのです。 

道路ネットワーク形成等による
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上等の効果
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利用(受益ないし
損傷)の大小に応
じて費用を分担
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安定性
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じて費用を分担

道路を利用する
全ての自動車は、
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自動車利用者の
負担が道路整備
に充てられること
(受益と負担の関
係)が明らか

合理性

計画的な道路整
備のために必要
な財源を毎年安
定的に確保　　　
　

計画的な道路整
備のために必要
な財源を毎年安
定的に確保　　　
　

安定性

道路を利用する
全ての自動車は、
利用(受益ないし
損傷)の大小に応
じて費用を分担

道路を利用する
全ての自動車は、
利用(受益ないし
損傷)の大小に応
じて費用を分担

公平性

●道路特定財源の概念と意義 
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道路整備のツケを残さない道路特定財源 

●道路特定財源の沿革 道路特定財源制度は、あまりにも立ち後れた道路整備

状況を背景に、昭和29年ガソリンにかかる揮発油税を道

路整備に充てることとしたことに始まります。その後、

道路ネットワークが整備され機動性、快適性といった自

動車が持つ利便性の高さから自動車が急速に普及し、私

たちの社会を支える重要な一部として組み込まれたこと

で、道路整備の重要性はさらに高まりました。このよう

な背景の下、道路整備のための財源として道路特定財源

諸税は創設・拡充されてきました。 
また、税率についても、必要とされる道路整備の量と

期間から割り出される道路整備財源を賄うため、五箇年

計画策定のたびに見直されてきました。そのため、現在、

道路整備のために本則税率の２倍以上の暫定税率を負担

していただいています。このように必要とされる金額に

より税率を調整出来るのは道路特定財源が道路整備のた

めの目的税だからです。 
さらに、道路特定財源を道路整備に集中投下すること

により、一般財源からの税金投入を大幅に削減していま

す。このことが、地方債の発行を抑えることになり、財

政赤字の拡大を防いでいると言えます。道路特定財源は

財政赤字のツケを後世に先送りしない仕組みなのです。 
平成 12 年度における愛媛県内の道路整備の費用は約

1,860 億円でした。このうち約半分にあたる 831 億円が

道路特定財源で賄われており、残りの半分は県の一般財

源が充てられています。このように一般財源が充てられ

ているのは道路整備によるメリットが自動車利用者だけ

でなく、自転車利用者や歩行者、沿道に店舗を構える人々

など、広範囲に及ぶためです。そのため自動車利用者だ

けでなく一般の納税者にも一部を負担していただいてい

ます。 
 
 
 

●暫定税率が設定されている道路特定財源の例

暫定税率　48.6
本則税率　24.3

暫定税率　6,300
本則税率　2,500

0 10 20 30 40 50 60 70

自動車重量税

（自家用乗用車）

揮発油税

揮発油税（円/リットル）

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

自動車重量税（円/0.5t･年）

【コラム】増強に努めているアメリカの道路特定財源 
アメリカはインターステートハイウエイなど全国的な幹線道路の整備水準に見られるように、道路整備水準の高い国

として知られています。しかし、そのようなアメリカにおいて、近年道路整備の財源を増強し、道路インフラ整備を積

極的に図るための施策が講じられています。 
1998年6月に設立したTEA-21(21世紀に向け

た交通最適化法)においては、1998 年から 2003
年までの 6 年間を計画期間とし、前計画である

ISTEA(陸上交通効率化法)の計画規模の 1.4 倍に

あたる 2,178 億ドルの投資規模を規定していま

す。このため、連邦燃料税のうち道路整備の充当

分も15.44セント/ガロンに引き上げ、道路特定財

源の充実を図っています。 

●アメリカの連邦燃料税率の推移 

出典：国土交通省道路局ホームページ（http://www.mlit.go.jp/road/index.html）

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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  第３章 愛媛の声 
１．愛媛県民の声 － アンケートによせられた声（１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地震・災害時の 
緊急輸送に 
必要な道路 

合併する市町村の

つながりを強化する道路

アクセスプラン達成 
に必要な道路 53% 

51%

72% 

17%

重点的に 
進めるべき 

県長期計画のアクセス 
プランを知っている 重点的に進めるべき 

重点的に 
進めるべき 

※円グラフは、アンケートで整備をすすめるべきと回答された割合 
※アクセスプランの円グラフはは県都60アクセスプランと圏域内30アクセスプランの平均値 

県民の声をアンケートで 

●愛媛県で重点的にすすめる道路整備の関係 

県民のみなさまの生活を豊かにし、地域の活性につながる、満足度を高める道づくりを行っていくために、県民

の道路に対する満足度を量ること、また、実際の道路利用者である県民のみなさまから見た現状の道路における問

題点を確認するため、整備方針の立案に先立ち県民アンケート調査を実施しました。 

どの道路をどのように整備していくのか 
愛媛県の道路行政では、県民のみなさまが安心、安全、快適な暮らしを営めるよう、道路の側面からの支援とし

て「県都 60・圏域内 30 アクセスプラン関連道路」、「緊急輸送路」、「市町村合併支援道路」という３つの道路ネッ

トワークを選定して道づくりを行っています。 
「県都 60・圏域内 30 アクセスプラン関連道路」は、地域の中心都市から県都松山市へ 60 分、集落から町の中

心および町から地域の中心へ30分でアクセス出来るような道路で構成されたネットワークです。「緊急輸送路」は、

地震などの緊急災害時において避難、救助、諸施設の復旧などの応急活動を行う上で必要な道路で構成されたネッ

トワークです。「市町村合併支援道路」は、合併する市町村のつながりを強化する上で必要となる、合併市町村間を

結ぶ道路や地域内に含まれる主要施設を結ぶ道路などで構成されたネットワークです。 
今回実施したアンケート調査の中で、これらの道路整備の進め方に対する質問をしたところ、３つの道路ネット

ワークの全てにおいて今後も整備を進めるべきとの声が過半数を占める結果となりました。 
道路はその機能により、幹線道路と生活道路の２つに大きく分類することができます。この分類によれば、県都

60 アクセスプラン関連道路、緊急輸送路は広域な幹線道路ネットワークを中心に構成され、圏域内30 アクセスプ

ラン関連道路や市町村合併支援道路は、比較的限られた地域内の移動で用いられる生活道路を中心に構成されるネ

ットワークであると言えます。 
愛媛県で重点的に進める３つの道路ネットワークの関係は下の図のように表すことができます。これらのネット

ワークは個々が独立したものではなく、互いに重複する部分を持っており、重複する部分に含まれる路線は複数の

ネットワーク機能を有している重要な路線であることを示しています。 
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地域の声に応える道路整備を 

●地域により異なるニーズ 
先に示した３つの道路ネットワークの整備を進める

上で、どのような道路の整備に力を入れるべきかにつ

いての質問をしたところ、愛媛県が特に優先的に進め

ようとしている８項目全てにおいて、７割以上の方が

「早急に進めるべき」あるいは「今まで通り進めれば

よい」と回答され、各項目ともニーズが高いことがう

かがえます。 
また、アンケートでは住んでいる地域が市街地、郊

外、山間部のどの地域に当たるかを聞いており、これ

をもとに住居地ごとにニーズを整理すると、例えば渋

滞緩和については市街部のほぼ 100％の人が望んでい

たり、生活関連施設への連結は山間地でニーズが高く

なっていたりと、地域によりニーズが異なっているこ

とがわかりました。一方で、歩行者や自転車が安心し

て快適に利用出来る道路の整備については、地域にか

かわらず高いニーズを示しています。 
このように、各地域で求められるニーズは異なって

おり、地域の実状にあった道路整備が求められている

ということがわかります。 
※各項目について「早急にすすめるべき」「今まで通りすす

めればよい」と応えた割合 
※市街地、郊外、山間部はアンケート回答者が自らの住居地

域を判断し回答した結果により分類 

●自動車利用者に対する整備 
①交通拠点へのアクセス性の向上 

(交通拠点等連絡道路) 
②観光・レジャー施設へのアクセス性向上 

(観光地連絡道路) 
③隣接県との交流促進の向上 

(県際道路) 
④各種関連施設との連携強化 

(生活関連道路・他事業関連道路) 
⑤物流の効率化(産業道路) 
⑥渋滞の解消(渋滞対策道路) 

 

⑦急カーブ・幅員狭小等の解消 
(ボトルネック対策道路) 

●歩行者、自転車に対する整備 
 ⑧安心・快適な歩行空間の確保 

(歩道・自転車歩行者の道の整備) 

●このような道路の整備を優先的にすすめるべき 

50%

60%

70%

80%

90%

100%
①交通拠点

②観光道路

③県間交流

④生活施設

⑤物流効率

⑥渋滞緩和

⑦線形改良

⑧歩行空間

市街地 郊外

山間部 県平均

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

1.早急に取り組むべきである 2.今までどおり進めればよい

3.少し遅れてもかまわない 4.どちらともいえない

●優先整備施策に対する県民の支持率（アンケート結果より算出） 

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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  第３章 愛媛の声 
１．愛媛県民の声 － アンケートによせられた声（２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身近な道路の整備から 

72.1%

56.6%

52.3%

47.3%

47.3%

46.5%

46.5%

46.5%

41.9%

41.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自転車が車道を走っているため危険である

道路幅が狭く、すれ違いが困難な道路が多い

歩道に段差や障害物(電柱等)があり危険である

交通事故が多い（交通安全対策が不十分）

大型車や車が多いため快適な走行が妨げられる

通学路の整備が不十分であるため、児童の登下校が心配である

道路が混んでいる

街づくり・地域づくり(活性化)に必要な道路が少ない

車が気になるため安心して歩けない

自動車の騒音や排気ガスにより環境が悪い

快適(安全性)

快適(走行性)

活力

●日常的な利用における快適性（安全性や走行性）に対する不満が高い 

※アンケートにおいて40％以上の人が「そう思う」と回答した項目 

日常的な道路利用の中で生まれる“不満”は、裏を返すと道路整備に対する最も基本的な県民ニーズであると言

えます。そこで、日々の暮らしの中で、県民のみなさまが道路を利用するあらゆる場面を想定した上で、日頃道路

に対して感じている不満をアンケート調査によって回答していただきました。50％以上の方が不満と感じているの

は、｢自転車が車道を走っているために危険｣「道路幅が狭く、すれ違いが困難な道路が多い」｢歩道に段差や障害物

(電柱等)があり危険｣の 3 項目で、そのほか下のグラフに示した各項目で不満が高くなっています。そして、不満が

高い項目の多くが安全性と走行性からなる「快適」のキーワードに関係する項目が占めています。 
このような結果は、道路の整備がまだ整っていないことを表しているものと考えられます。上位の項目は全て道

路そのものに対する不満、「自転車が車道を走っているため危険」は歩行車・自転車と自動車の分離が不完全である

こと、「道路幅が狭く、すれ違いが困難な道路」や「歩道に段差や障害物(電柱等)があり危険」は道路構造そのもの

の不備に対する不満となっています。そして、あまりにも身近な道路の整備状況が悪いためか、不満がそちらに集

中し、空港、港湾、高速道路のインターチェンジへのアクセスや公共施設、福祉施設等へのアクセス等の広域交流

に対する不満が少なくなっています。これは、相対的に生活道路に対する不満が高いためと考えられます。 
これからは、県民のみなさまが感じている“不満”＝“ニーズ”に応え、身近な生活道路まで安全かつ快適に利

用出来るよう道路の整備水準を高めていくことが必要であると考えています。 
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交流・快適・活力のえひめを目指して 

愛媛県が目指す道路のかたち ～自由回答意見からみる県民ニーズ～ 

 アンケートに設けた自由回答欄には、広域的な道路網の整備に関する意見、地域振興に寄与する道路に関する意見、

道路行政に関する意見、県民のみなさまが理想とする道路等について、さまざまな視点からのご意見、ご要望などを

多数いただきました。 

●アンケート自由回答意見(一部抜粋) 

 愛媛県では、第5次愛媛県長期計画の中で5つの誇れる愛媛の姿を表現しています。その中で道路行政に深く関わ

るものとして“交流えひめ”、“快適えひめ”、“活力えひめ”という3つのえひめの姿があります。 
 道路行政の側面から見た交流えひめとは、現代における移動手段の代名詞である自動車がもたらす役割を十分に発

揮する上で必要となる道路を整備し、自動車による移動を通じて、人と人、地域と地域の交流が活発な愛媛の姿を指

しています。また、快適えひめは、単に道路の利用環境としてのみならず、生活に最も密着した社会資本である道路

の整備を通じて、安心で快適な生活を送れる愛媛の姿を指しています。最後に、活力えひめは交流えひめでいう様々

な交流機会や活動機会の拡大、快適えひめでいう安心で快適な生活環境が満足される中で活力にあふれる愛媛の姿を

描いたものと考えられます。 
 今回のアンケート調査では、県の重要施策でもあるアクセスプランに関連する意見や、普段の道路利用における不

満など、移動（交流）のための基盤整備の方向性、また道路利用の際に求められる快適性など、活力を得る上で必要

な条件について特に多数のご意見をいただきました。これにより、道路行政が目指す愛媛県の姿と県民のみなさまが

求める道路を通じた豊かな生活像との距離が近いことがわかるとともに、“交流えひめ”、“快適えひめ”、“活力えひ

め”の創造に向けての課題が浮かび上がってきました。 

・ 子供が小学校に通う通学路は、非常に狭い上に大型トラックがひっきりなしに通り、本当にヒヤヒヤする。 

・ 交通量の多い道路の交差点は右折信号及び右折専用レーンを設けるべきだ。また、道路の中央分離帯及び車道、歩道

分離帯への植樹は低いものにするか、維持管理を行わないと見通しが悪く人や犬などの飛び出しに対して危険である。

・ 私が住んでいる所が田舎であるからだと思うが、急カーブや狭い道、高低差の激しい道が多く危険である。 

・ 冬期に凍結危険箇所（特に国道、県道）付近を通行するドライバーに危険を知らせる情報板を設置して欲しい。 

・ 電柱の地中化による路上障害の除去及び景観の確保、車道、歩道、自転車道の分離、安全な道を。 

・ 工事中の道路が多く、また期間が長期化している箇所があり、渋滞の原因になっているように思う。 

 

快
適
な
道
路
利
用
を
求
め
て 

・ 南予までの高速道路整備を早急にお願いします。宇和島以南は国道56号しかなく、とても混み合います。 

・ 私の住んでいる所から、中央(松山)までのアクセスは3時間くらいかかります。県都60アクセスプランは絶対に必要。

・ 南宇和は宇和島まで60分かかり、30アクセスプランが達成されていません。また整備の遅れにより地域格差がどんど

ん拡がっているのではないでしょうか。 

・ 高速道路の対面通行は、大変危なく、安心して運転できない。 

・ しまなみ海道の利用促進は急務である。 

・ 離島町村合併により連絡道路の整備を早急に。 

 

広
域
交
流
を
求
め
て

・ 人口の少ない地域がおいていかれることのない行政をお願いします。 

・ 愛媛県は自動車の保有者数が多く車中心の社会になっている気がします。安心してもっとゆっくり散歩・買物を楽し

めるように市街地の歩道をもっと充実させて欲しい。 

 

活
力
を
求
め
て 

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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  第３章 愛媛の声 
２．愛媛県の地域の声 － 各地域での意見交換会によせられた声 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域の声を聞くということ 

  

愛媛県の地方局管内区分及び開催状況

●意見交換会の様子 

愛媛県では、幅広い県民の声を聞き、各地

域の意見を積極的に反映した道づくりを目指

す目的から、地方局ごとに「道路に関する意

見交換会」を開催しました。 
意見交換会では、各地域から道づくりへの

積極的な意見をいただくことができ、地域の

活性化における道路への期待の大きさがうか

がえました。 
５つの地域で開催された意見交換会におい

ては、高速道路に関する意見、産業や観光と

道路の関係についての意見、渋滞対策に関す

る意見、道路線形や幅員の狭さに対する問題

意識など多岐にわたる部分で共通の意見をい

ただきました。なかでも、高速道路に関する

ニーズ、とりわけ高速道路の早期整備と高速

道路ＩＣへのアクセス道路の整備への要望が

強く、高速道路による広域交流の促進が、各

地域における暮らしや産業にとって重要な意

味を持つことを再認識いたしました。 
今回の意見交換会では、各地域が抱える個

別の問題や課題だけでなく、全地域に共通し

たニーズや課題が明らかになるなど、今後の

道路整備の進め方を考えるうえで非常に有意

義な会となりました。 
 

全地域に共通したニーズ、 

認識すべき共通の課題は 

高速道路整備と 

高速道路へのアクセス性向上 

身近な道路に整備の必要な 

箇所が多く残されていること 

産業インフラとしての道路の 

整備が必要であること 
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●意見交換会の様子 

●意見交換会でいただいた地域の声 

●高速道路の整備は必要。あわせてＩＣへのアクセス道路の整備も重要。 

●高度医療機関の搬送のためにも、高速道路の早期整備は必要。 

●（南予は）国道56号１本しかない。「高速道路」が是非とも必要。 

●地方から松山までのとぎれることない、高速道路の整備をして欲しい。 

●「産業インフラ」(道路、物流基地等)が弱い。渋滞による経済損失が大きい。

●地方の街中でも渋滞は発生している。渋滞を解消して欲しい。 

●観光地への道路の整備状況が悪いと感じる。 

●役場まで 30 分以上かかる集落もある。せめて「離合ができる道路」が欲し

い。 

●最近の救急医療では、救急搬送中の応急措置が非常に重要であるが、幅員

の狭さ、カーブが多いこと等からその処置が困難である。患者搬送中の苦

情も多い。 

●救急車両は大型化しており、進入不可の道路がある。救急搬送は、ほとんど

は、クルマによる搬送で、現場サイドでは時間「１分」の単位にこだわる。

●道路機能には「避難路」、「延焼防止」の機能もあり、南海地震を考えると、

１本の道では不安。代替となる道路が必要(命の道)。 

●歩道が未整備のため、通学時に不安、特に「雨」の日(傘)。 

●ワダチの解消等、日常の維持管理も重要である。「道路里親制度」をもっと

ＰＲするべき。 

●「へんろ道」は四国全体の観光資源(財産)であり、道文化として、地域とし

て後世に残すべき財産と考える。 

               ・・・・・・ｅｔｃ 

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 
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  第３章 愛媛の声 
３．愛媛県道路懇談会 － 各界からの集約された声 

 
 
 

愛媛県では、活力ある、自立した愛媛づくりを支援する道づくりに

向けて、「本県における道路整備のあり方」を中心テーマに、愛媛県

道路懇談会を開催しています。 
この懇談会は、学識経験者、行政関係者、観光運輸関係及びマスコ

ミ、環境、国際等の広域的な交流への視点からの意見が期待できる各

分野の豊富な見識を有する方から構成されています。 
愛媛県道路懇談会では、愛媛の新たな道路整備の基本方針の策定に

ついて、各分野の専門的な立場からの幅広いご意見、ご提言をいただ

いております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

道路懇談会における主要検討テーマと提言 

第1回(平成14年9月13日) 

●南予の高速道路(特に宇和島まで)延伸を第一に考えるべき。 

●８の字ルートの整備は、東中南予の県全体における重要な課題

●道路は必要であるが、それに伴う地方拠点、 経済基盤となる政

策との連携が必要。 

●事前通行規制区間などにより、救急医療体制などの命に関わる

ことに、都会と地方で差がでている。 

●高齢者、障害者などの交通弱者に対する施策をもっと前面に出

すべきでは。 

●高速道路の施策、重点化は大事であるが、地方の生活道路とし

ての整備も必要。 

●遍路道としている道路にさえ歩道が未整備。 

●予算が削減されて重点化が必要。 

●絞り込む基準のようなものを立てるべきではないか。 

テーマ 

（1）懇談会の公開について 

（2）道路をとりまく最近の動向について 

（3）新たな道路整備計画の策定について 

［第1回懇談会でいただいた主な意見（一部抜粋）］ 

 第 1 回懇談会では、上記の 3 つのテーマについて議論が

なされました。はじめに、懇談会の公開について、県で定

められている「審議会等の会議の公開に関する指針」に基

づいて議論がなされ、次回以降の懇談会を公開で行うこと

が決定されました。また、新たな道路整備計画の策定に向

けては、現在の愛媛県の道路整備状況や財政事情など、道

路をとりまく最近の動向を踏まえた上で、今後の道路整備

の方向性について委員のみなさまから多数のご意見をいた

だきました。 

活力ある自立した愛媛づくりの支援に向けて 

平成14年度 第1回道路懇談会 

第1回道路懇談会の様子

愛媛県 パブリック・コメントのページ

http://www.pref.ehime.jp/pubcom/public.html

「愛媛道ビジョン」策定までの流れ 

えひめ道ビジョン（案）の公表えひめ道ビジョン（案）の公表

●公表するもの
　・愛媛道ビジョン　要約版
　・愛媛道ビジョン　本編

●公表方法
　・県のホームページでの閲覧
　・道路建設課、行政システム改革課、
　　県民総合相談プラザ及び各地方局
　　県民相談プラザでの縦覧
　

えひめ道ビジョン（案）の作成えひめ道ビジョン（案）の作成

行政
●「愛媛県の道づくりについてのアンケート」

●地方局単位での「道路に関する意見交換会」

●愛媛県道路懇談会

最終的に意思決定した「えひめ道ビジョン（案）」の公表最終的に意思決定した「えひめ道ビジョン（案）」の公表
●公表する内容
　・提出された意見（類似意見は集約）
　　（ただし、個人又は法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益
　　を害するおそれがあるものを除く。）
　・意見に対する県の考え方
　・案を修正したときは、修正の内容及び理由

県民のみなさまからの意見提出県民のみなさまからの意見提出

●意見の提出期間
　・平成15年7月25日～8月8日

●受付条件
　・住所・氏名及び電話番号の明記

●意見の提出方法
　・郵送
　・ファクシミリ
　・電子メール

えひめ道ビジョン（案）の公表えひめ道ビジョン（案）の公表

●公表するもの
　・愛媛道ビジョン　要約版
　・愛媛道ビジョン　本編

●公表方法
　・県のホームページでの閲覧
　・道路建設課、行政システム改革課、
　　県民総合相談プラザ及び各地方局
　　県民相談プラザでの縦覧
　

えひめ道ビジョン（案）の作成えひめ道ビジョン（案）の作成

行政行政
●「愛媛県の道づくりについてのアンケート」

●地方局単位での「道路に関する意見交換会」

●愛媛県道路懇談会

●「愛媛県の道づくりについてのアンケート」

●地方局単位での「道路に関する意見交換会」

●愛媛県道路懇談会

最終的に意思決定した「えひめ道ビジョン（案）」の公表最終的に意思決定した「えひめ道ビジョン（案）」の公表
●公表する内容
　・提出された意見（類似意見は集約）
　　（ただし、個人又は法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益
　　を害するおそれがあるものを除く。）
　・意見に対する県の考え方
　・案を修正したときは、修正の内容及び理由

最終的に意思決定した「えひめ道ビジョン（案）」の公表最終的に意思決定した「えひめ道ビジョン（案）」の公表
●公表する内容
　・提出された意見（類似意見は集約）
　　（ただし、個人又は法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益
　　を害するおそれがあるものを除く。）
　・意見に対する県の考え方
　・案を修正したときは、修正の内容及び理由

県民のみなさまからの意見提出県民のみなさまからの意見提出

●意見の提出期間
　・平成15年7月25日～8月8日

●受付条件
　・住所・氏名及び電話番号の明記

●意見の提出方法
　・郵送
　・ファクシミリ
　・電子メール

県民のみなさまからの意見提出県民のみなさまからの意見提出

●意見の提出期間
　・平成15年7月25日～8月8日

●受付条件
　・住所・氏名及び電話番号の明記

●意見の提出方法
　・郵送
　・ファクシミリ
　・電子メール

［第1回懇談会の概要］ 
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道路懇談会における主要検討テーマと提言 

第3回(15年度第1回)(平成15年10月23日) 

テーマ 

 （1）愛媛道ビジョン(案)について 

 （2）道路行政をめぐる最近の情勢について 

道路懇談会における主要検討テーマと提言 

第2回(平成15年3月26日) 

●“重点化”、“効率化”という考えは変えようがない。 
●道路が足りないのは真実だとは思いますが、現在の厳しい状況

をきちんと示すことが必要だと思います。 
●意見交換会や地域懇談会、アンケートなどで得られた県民の多

くの意見は「道ビジョン」に活かすべき。 
●1.5車線的整備により、結果的に早く整備が進み、皆さんの得に

なるのですよと説明していけばよいのでは。 
●誤解を招かないように、分かりやすく、適切な表現で。 

テーマ 

（1）懇談会傍聴要領について 

 （2）「愛媛道ビジョン（素案）」について 

第 2 回懇談会では、主に「愛媛道ビジョン（素案）」（本

冊子の素案）を用いて、道ビジョンの内容（考え方・方向

性等）を懇談会委員のみなさまに確認していただきました。

そこでは、今回策定する「愛媛道ビジョン」の柱である

“重点化”、“効率化”をはじめとした基本方向についての

了承を得ることができました。また、内容に関するご質問

やご感想をいただき、文中の表現等で不適切であると思わ

れる箇所の指摘をいただくなど、広い視点からたくさんの

ご助言をいただきました。 

［第2回懇談会でいただいた主な意見（一部抜粋）］ 

［第2回懇談会の概要］ 

平成14年度 第2回道路懇談会 

第2回道路懇談会での意見交換の様子

第１編 愛媛の道路 －過去・現在－ 

平成15年度 第1回道路懇談会 

第3回(H15第1回)道路懇談会での意見交換の様子

［第3回（H15第1回）懇談会の概要］ 
第 3 回(H15 年度第 1 回)懇談会では、主に「愛媛道ビジ

ョン（案）」（本冊子の最終案）を用いて、前回からの修正

点及びパブリックコメントによる意見募集の結果を説明

し、懇談会委員のみなさまに確認していただき、内容の了

承をいただきました。 
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  第４章 今から愛媛の道づくりが目 
１．主要課題 ～ 道路の今 NOW ＆ 愛媛の声 から 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛媛が抱える課題 

道路の現況 
社会の現況 

移動時間でひずむ県土－高速道路の南への延伸は急務 

限られた区間に集中する渋滞 

災害に弱い愛媛の道路 

山間部に多い離合困難 

高齢化の進展 

高齢者事故の増加 

行政の広域化 

南海地震への対応 

愛媛の声 

高速道路を始めとする広域ネットワークが遅れ、

県内における地域間の格差が生じている 

松山市内を中心に渋滞が発生しており、産業活動

や市民生活に多大な影響を与えている 

県土全体が崩れやすい地質のため、台風や豪雨が

発生すると、道路崩壊などによる通行止めが頻発

している 

自動車同士のすれ違いが困難な幅員の狭い未改良

道路が山間部を中心に多く見られる 

愛媛県は全国有数の高齢化先進県であり、今後と

も高齢化は進展してゆき、高齢者による新たな道

路へのニーズが高まる 

歩行者事故はわずかながら減少傾向にあるが、高

齢者（65歳以上）の歩行者事故件数は増加しつづ

けている。 

生活圏域の広域化に対応し行政サービスの高度

化、財政基盤の拡充を図るため、行政広域化が進

展している 

今後数十年の間に四国沖で南海地震が発生すると

予測されているが、地震により約３割の町村が孤

立化する可能性がある 

「私の住んでいる所から、中央(松山)までのアクセ

スは 3 時間くらいかかります。県都 60 アクセス

プランは絶対に必要」 （県民アンケートより） 

「事故があると本当に動けなくなってしまいま

す。国道以外にも松山までにつながる道が欲し

い。」        （県民アンケートより） 

●愛媛の道路の現状と県民の声からみた愛媛の道路の課題 

「道路が混んでいる」に対する不満46.5% 
（県民アンケートより）

「渋滞による経済損失は大きい」(地域の意見交換会より)

「高齢者、障害者などの交通弱者に対する施策を

もっと前面に出すべき」 
（愛媛県道路懇談会より）

「高速道路の整備は必要。あわせてＩＣへのアク

セス道路の整備も重要」（地域の意見交換会より）

「経済効果のある道路を特に整備して欲しい」 
「町村合併による離島等の連絡道路の整備を早急

にして欲しい」     (地域の意見交換会より)

「私が住んでいる所が田舎であるからだと思う

が、急カーブや狭い道、高低差の激しい道が多く

危険である」     （県民アンケートより） 

「南海地震のことを考えると、1本の道では不安、

代替となる道路が必要」 
（県民アンケートより）

愛媛県は、全国平均よりも早い少子高齢化の進展や社会産業活動の低迷とそれにともなう厳しい財政事情といっ

た問題を抱えており、県下では生き残りをかけた市町村合併が進められています。そして道路も、高速道路を中心

としたネットワークの不均衡や都市部における交通渋滞を始めとする様々な問題を抱えています。さらに、今後数

十年の間に南海地震が発生すると予測され自然災害への対策も急務となっています。 
また、県民アンケートの結果や地域懇談会などによる愛媛の声からも、現在の状況を反映した意見や要望が多く

寄せられています。このことから、愛媛県の道路が解決するべき課題が浮かんできます。 
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道路整備に 
おける課題 

道路が関わる 
愛媛の課題 

高速道路ネットワーク（８の字ル

ート）の早期完成 

高速道路を補完する高規格道路

の整備 

高速道のインターチェンジへの

アクセス道路の整備 

まちの再生、再開発と連携した道

路整備 
合併市町村間を連結 

渋滞交差点における改良整備 
迂回路（バイパスなど）の整備 
 

歩行空間の整備 
バリアフリー化の促進 

効果的な生活道路の整備 
局部改良による緊急箇所への対処 
待避所の整備 

緊急輸送路の整備 
公共施設を連絡する道路整備 

都都都市市市渋渋渋滞滞滞ののの緩緩緩和和和ととと   
地地地域域域連連連携携携ののの強強強化化化ににによよよるるる   
活活活力力力あああるるる都都都市市市、、、産産産業業業ののの再再再生生生   

日日日常常常利利利用用用ののの道道道路路路ををを整整整備備備ししし   
緊緊緊急急急時時時ののの対対対策策策ををを実実実施施施すすするるる   
ここことととににによよよるるる   
安安安心心心ででで快快快適適適ななな生生生活活活環環環境境境ののの創創創出出出   

広広広域域域ネネネッッットトトワワワーーークククののの整整整備備備ににによよよるるる   
広広広域域域交交交流流流・・・連連連携携携ののの推推推進進進   

愛媛県長期計画

基本政策 

道路整備の先に見える愛媛の未来 

人と人、地域と地域が 
力強く結ばれる愛媛 

想像性豊かで 
競争力の高い活力ある 

産業が育つ愛媛 

さわやかな環境と 
安心で快適な 

生活ができる愛媛 

愛媛の道路の現状と県民の声から抽出された道路整備に対する課題を解決することによって開かれる愛媛の姿

を想像すると、広域ネットワークの整備による広域交流・連携の強化、都市渋滞の緩和と地域連携の強化による活

力ある都市・産業の再生、日常利用の道路を整備し緊急時の対策を実施することによる安心で快適な生活環境の創

出といった未来が見えてきます。これらの項目は、愛媛県が進めている長期計画である「新しい愛媛づくり指針」

において掲げている５つの基本政策のうち、「交流」「活力」「快適」に一致します。これは、道路の課題の解消が

長期計画で目指す「誇れる愛媛」づくりを後押しするものであると言えるでしょう。 

第２編 愛媛の道づくり －未来へ－ 
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  第４章 今から愛媛の道づくりが目指すみち 
２．これからの愛媛の道づくり － 基本方向・整備施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市部を中心として慢性的に発生している交通の渋滞の緩和を図りま

す。また、空港、港、鉄道駅などの物流拠点と都市中心部や高速道路

ＩＣなどを結ぶ道路を整備します。さらに、都市再開発や市町村合併

などの街づくりと一体化した道路整備を進めます。これにより、物流

活動の効率化や都市の活性化を促進し、競争力のあるたくましい産業

社会にしたいと考えています。 

通勤・通学や買い物などに使う生活道路の急カーブやすれ違いが困難

な場所を解消し、快適に走れるように整備します。また、歩道の整備

やバリアフリー化を推進し、誰でも安心して歩けるようにします。さ

らに、落石などの危険性がある箇所の対策や大雨・地震のときの避難・

救援ルートの整備をすすめます。これにより、安心で快適な生活を楽

しめるようになり、いつまでも住みたい地域にしたいと考えています。

高速道路の早期の延伸と高速道路ネットワークの形成を推進します。 
また、高速道路へのアクセス道路の整備や主要都市間を結ぶ幹線道路

の整備による広域交流ネットワークの形成をすすめ、地域間の交流や

連携が強化・拡充されることを目指します。 
これにより、地域間格差のない自立する地域へと生まれ変わっていき、

「自立する四国」の形成へつなげたいと考えています。 

愛媛の道路が抱える様々な課題を解決した先に見え

る愛媛の姿は、県が掲げる長期計画で目指している姿と

一致することがわかりました。そこで、一致した「交流」

「活力」「快適」の３項目が愛媛の道路整備が目指して

いくべきキーワードと考え、愛媛県の道づくりの基本方

向を定めました。 

一つめの基本方向は「交流」をキーワードに『「自立

する四国」広域交流・連携をめざした道づくり』としま

した。広域交流ネットワークを整備し地域間の交流や連

携の強化・拡充を図ることで、地域間に格差のない自立

する地域に生まれ変わることを目指し、「自立する四国」

の形成へとつなげます。 

道道づづくくりりのの基基本本方方向向  

「自立する四国」 
広域交流・連携を目指した道づくり 

活力ある都市を再生する道づくり 

安心で快適な生活を楽しめる道づくり 

●愛媛の道づくりのビジョンと評価指標 

交流・活力・快適えひめをめざして 
二つめの基本方向は「活力」をキーワードに『活力あ

る都市を再生する道づくり』としました。都市内の道路

を整備して渋滞の解消や物流拠点の連絡を図るととも

に街づくりと一体化した道路の整備を進めて、物流を効

率化させ都市を活性化させることにより競争力あるた

くましい産業社会の創造を目指します。 

三つめの基本方向は「快適」をキーワードに『安心で

快適な生活を楽しめる道づくり』としました。普段、利

用する生活道路の急カーブやすれ違うことが困難な区

間を整備し、気軽に歩けるように歩道を整備し、さらに

救急や災害救助に役立つ道路の走行性を高めることで、

安心で快適な生活環境を創りだし、いつまでも住みたい

と思う地域づくりを目指します。 

道路の現況 
地域の現況 

背背景景  

愛媛県民の声 

長長期期計計画画  

社会情勢の変化 

交交交
流流流   

活活活
力力力   

快快快
適適適   
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中山間地の道路のうち２車線化や局部的整備、待避所

設置を組み合わせた整備（1.5車線的整備）等により、

大型車を含めた全ての車が容易にすれ違いが可能と

なる延長の割合により評価 

圏域中心都市のうち松山市まで 60 分で到達可能な都

市の割合により評価 

市町村役場から圏域中心都市まで 30 分で到達可能な

市町村の割合により評価 

集落中心（小学校）から市町村役場まで 30 分で到達

可能な集落の割合により評価 

市町村合併が計画されている市町村間の役場を結ぶ

最短ルートのうち、快適に走行できるルートの割合で

評価 

渋滞に巻き込まれて無駄にした時間で評価 
 

整備済みの緊急輸送ルートにより生活圏の中心都市

や隣接する市町村とつながっている割合 

自動車走行による道路交通量に対する死傷事故の割

合の減少量により評価 

市街地の道路のうち広い歩道が整備されている延長

の割合により評価 

整備施策 

「誇れる愛媛」を実現するため、３つの基本方向のそ

れぞれについて具体の整備施策を掲げました。 

まず、県内外の交流を促進し「自立する四国」を目指

すための整備施策として「四国８の字ルートの形成」「広

域道路ネットワークの整備」の２項目を掲げました。次

に、地域の活力を向上し都市再生を目指すための整備施

策として「都市環状道路等の整備」「魅力ある街づくり

と連携した道路整備」の２項目を掲げました。そして、

安心で快適な生活の達成を目指すための整備施策とし

て「いつも利用の生活基盤道路の整備」「災害にそなえ

る道路の整備」「歩いてやさしい道路の整備」の３項目

を掲げました。 

わかりやすい項目で成果を評価 

今までの道路整備でも、道路が抱える問題を解消し

様々な効果を生みだしてきました。しかし、愛媛県全体

で見た場合には、道路の整備は改良率などの整備量で示

され、どれだけの問題を解消しどれだけの効果を生みだ

してきたかという視点での評価はあまり行われていま

せんでした。 

これからは、道路整備がもたらす様々な成果をわかり

やすい指標を用いて評価をすることで、道路整備が県民

生活や社会にとってどのように貢献しているのかを明

らかにし、無駄のない道路整備を進めていきます。 

 

四国８の字ルートの形成 

広域道路ネットワークの整備 

都市環状道路等の整備 

魅力ある街づくりと連携した道路整備 

いつも利用の生活基盤道路の整備 

歩いてやさしい道路の整備 

災害にそなえる道路の整備 

整整備備施施策策  アアウウトトカカムム指指標標（（案案））  

・ 高規格幹線道路を補完する地域高規格道路を整備します 
・ 空港、港湾等の交通拠点へのアクセス道路を整備します 
・ 地方拠点間を結ぶルートの国道や県道を整備します 

・ 南予地方への高速道路の延伸をすすめます 
・ 高速道路を補完する高規格道路の整備をすすめます 
・ 高速道路のインターチェンジへのアクセス道路を整備します 

・ 渋滞する市街地中心部を通らず通過できる環状道路を整備します 
・ 道路の渋滞が解消されるようバイパス等を整備します 
・ 交通需要マネジメントを推進します 

・ まちの再生・活性化と連携した街路、道路を整備します 
・ 市町村の合併を支援する道路を整備します 
・ 住民参加による道路美化活動を支援する制度の拡充を図ります 

・ 日常の買い物や通勤通学に使う道路の、すれ違いが困難な箇所や見通しが

悪い箇所の解消となるよう整備を行います 
・ 緊急医療施設へのアクセス道路の整備を行います 

・ 災害に強く、緊急時の信頼性の高い道路を整備します 
・ 崩壊の危険性がある箇所の法面補強などの防災対策を実施します 

・ 高齢者等が快適に利用できる歩行空間のバリアフリー化を図ります 
・ 通学する児童や生徒が安心して通行できる歩道、自転車道を整備します 
・ 四国、愛媛の財産であるへんろ道の再生をはかります 

指標１ アクセスプラン達成率 

指標３ 渋滞による損失時間 

指標４ 緊急輸送ルート確保率 

指標６ 市街地歩道整備率 

指標２ 市町村合併支援率 

１―１ 県都60アクセス達成率 

１―２ 中心都市30アクセス達成率 

１―３ 市町村役場30アクセス達成率 

指標５ 道路交通における死傷事故率 

指標７ 離合困難解消率 

愛
媛
県
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
（
仮
称
）
等
で
公
表
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  第５章 愛媛の現状と社会の転換 
１．愛媛道ビジョンの背景 － 量的不足と転換期のはざまで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本社会の転換期 ～ 成熟型社会への移行 

の地域で画一的な量的整備を行えば必ず大きな

効果が得られるとは言い難い状況になっている

と考えられます。 

つまり、画一的な量的整備のシステムは、国

民のより高度な質的機能に対する要求や経済状

況の変化、社会システムの変化に的確に対応で

きなくなっており、今後の成熟型社会において

は、全ての地域にとっての最適な社会システム

ではなくなってきているといえます。 

この「愛媛道ビジョン」では、第４章までで示した、愛媛の道づくりの「基本方向」や「整備施策」に加えて、 

「どのように整備を進めていくのか」という点にも重点をおいています。 

これは、いまの日本社会の状況や愛媛の実状から考えると、整備施策や方針を立てても、従来と同じやり方では愛媛の道

づくりを示しきれていないと考えたからです。 

また、我々が、愛媛の道路行政をどう変えていきたいと考えているか、道ビジョン策定の背景からも皆さんに知って欲しい

と思ったからです。そこで、この第５章からは、この道ビジョンの柱とした「重点化」と「効率化」、そして「わかりやすい成果重

視の指標」について、紹介することとしました。 

Priority ＆ Effect 
重点化 効率化 

なぜ 

社会基盤の状況について、道路の整備状況に着目してみますと、日本全国の国県道の96％が舗装され、国道の約90％、

国・都道府県道の約70％で大型車のすれ違いができる程度まで改良されており、全国的な平均だけを見れば「一定の量的

ストック」は形成されているように見えます。このため全体的な視点で見れば、道路整備は、初期の時代のように、全て

なのか？ 

全国平均的には、ある一定の量的ストックが形

成されているといわれている道路ですが、愛媛県

においても同様のことが言えるのでしょうか。右

上のように、全国平均の国・都道府県道の改良率

のグラフに愛媛県の状況を重ねてみますと、愛媛

県では、国・県道の約半分で大型車のスムーズな

離合が困難な状況であり、全国ベースの 20 年以

上前の状況といえます。また、右の２つの円グラ

フを見ますと、国・都道府県道の改良率が全国平

均を上回る地域（都道府県）は、人口では約７割

を占めておりますが、道路延長では半数を割って

おり、平均の中には量的不足の地域が内在してい

るといえます。 

全国を総括すると道路は量的に満たされてお

り、多くのひとはその効果を享受することができ

ます。ただし、愛媛県をはじめ道路整備が遅れて

いる地域では、まだまだ、「量的不足」もひとつ

の大きな課題と考えられます。 

全国平均の中に内在する量的不足 

●道路の舗装率・改良率（幅員5.5ｍ以上）の推移の比較 

0
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国・県道
（愛媛県）

国・都道府県道計
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14.6

51.6

71.5

2000

資料：国土交通省監修「道路統計年報」より作成 

注）1975年以降は年度当初の数値、その他は年度末の数値である。 

大型車の離合 

国県道道路延長

47.9%
52.1%

人口

67.2%

32.8%

道路改良率が全国平均水準以上の都道府県

道路改良率が全国平均水準未満の都道府県

●改良率の全国水準を下回る地域の構成比 

資料：「道路統計年報2002」国土交通省道路局監修より作成 
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第２編 愛媛の道づくり －未来へ－ 

愛媛道ビジョンのアイデンティティ 

日本社会全体が成熟型社会へと移行しつつあり、道路整備全体が転換期を迎えている「今」、量的不足を抱える愛媛県

であっても、もう「遅れている」と言い続けるだけではいけない時代となっています。これからは、道づくりをどのよう

に進めていくべきでしょうか。 

平成 14 年 6 月に実施された全国の世論調査では、これから先、生活が良くなっていくと答えた人はわずか 8.5％であ

り、日本社会に大きな閉塞感が蔓延していると言われています。平成14年1月に愛媛県で実施した県民の世論調査でも、

同じく良くなっていくと答えた人は7.9％と、まさに「元気が出せない」状況が感じられます。これは、厳しい財政事情

へも表れており、愛媛県も含めた日本全体がひとつの転換期にきていると考えられます。 

これまで、日本の道路整備は量的不足の解消を至上命題として進めてきました。その結果、量的不足は一定レベルまで

解消したものの、社会のニーズを十分に反映した道路整備ではなかったことから、これまで進め方を反省し、今後は量的

充足から成果重視へと転換しようとしています。 

愛媛県では量的不足が解消したと言えるレベルまでは、まだ達していません。しかし、社会情勢や財政状況は全国同様

に転換期を迎えており、愛媛県は量的不足や県民のニーズと社会の転換期のはざまに立っている状況であると言えます。

これらのことから、今、愛媛県の道路行政に求められていることは、限られた道路予算の中で、県民のニーズに応えた道

路整備を効率的に実施して、成果を重視した整備をすすめながら量的不足を解消していくことだと考えています。 

そこで、愛媛県では、新たに、「重点化」と「効率化」という道路整備の手法を大きな柱とし、「事業のスピードアップ

化」や「成果の重視」を目指した施策、整備指標を策定することで、県民の満足度の向上を目指し、「元気の基盤づくり」

を進めることとしました。これが、新しい愛媛道ビジョンのアイデンティティです。 

右肩上がりの終焉 
量 的 不 足 

社会の転換期 

厳しい財政事情 愛媛県民の声 

わかりやすい成果重視の指標 

愛媛県の道路整備 

HOW？ 

重点化 
・整備路線の絞込み 

・整備区間の峻別 

効率化 
・地域にあった構造規格 

・設計レベルの見直し 
事業のスピードアップ化 

愛媛県民の満足度向上 ≒ 愛媛元気創造 

●道ビジョン策定の背景の概念図 

でも、もう「遅れている」と言うだけではいけない！ 

愛媛道ビジョン 

・主要整備計画 
・整備目標・指標 
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  第５章 愛媛の現状と社会の転換 
２．全県一律な整備からの脱却 － 最適最小ネットワークによる優先整備（１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛媛県に必要な道路ネットワークをつくります 

これまでの、道路整備では、全ての道路を改良す

ることを目標としてきました。全ての道路が改良さ

れ愛媛県内の道路ネットワークが完成すると、県内

のどこに住んでいても自由で快適な移動ができる

ようになり、医療や福祉を始めとする様々なサービ

スを受けられるようになるので、県民のみなさまが

安心で快適に暮らせるようになると考えてきたか

らです。この考えは今でも基本的には変わっていま

せん。しかし、現状は愛媛県が管理する道路の３分

の１以上は改良されておらず、その一方で昨今の財

政事情の悪化により道路整備への投資額は年々減

少しています。このような状況では、全ての道路が

改良されるのは、何十年も先となってしまいます。

転換期を迎えた現在の社会においては、全ての道

路を時間をかけてまんべんなく整備することより

も、より整備効果の高い道路をできるだけ早く整備

することが求められていると考えています。そこ

で、愛媛県では、県が管理する道路の中から県民の

みなさまが安心して快適に暮らしていくうえで最

小限必要な道路網を「最適最小ネットワーク」＝「重

要路線(180路線)」として位置づけ、この「重要路

線」の整備を国体開催予定の平成29 年度までの中

長期の目標としました。 

重要路線は最適最小ネットワーク 

県民のみなさまの安心快適なくらしを支える道

路を抽出するにあたっては、①広域交流・連携から

日常の移動までをカバーする「県都60圏域内30ア

クセスプラン関連道路」、②緊急時や災害時の活動

を支える「緊急輸送路」および③市町村の合併を支

える「市町村合併支援道路」の３つの観点から、最

適最小ネットワークとなる重要路線網を抽出しま

した。 
それぞれの観点で選ばれた路線は、個々に独立し

たものではなく、お互いに重なり合う部分を持って

おり、重なった路線では複数の機能を持った路線と

なっております。また、これらの観点のうち、県都

60 アクセスプラン関連道路と緊急輸送路は幹線道

路ネットワークを中心に構成され、圏域内 30 アク

セスプラン関連道路や市町村合併支援道路は、比較

的限られた地域内の移動で用いられる生活道路を

中心に構成されるネットワークであると言えます。

地域間を連絡する道路や各地域内で必要な道路を

選んでいることから、重要路線を整備することで、

全県の均衡ある発展につながると考えられます。 

●重要路線のイメージ 

 

Ａ市 

Ｂ町 
Ｃ村 

役場 
役場 

市役所 

病院 
福祉施設 

公共施設 

●●  市市町町村村合合併併支支援援道道路路  

  

合併後の市町村の一体化に寄与する道路のこと 
・ 合併市町村の中心地と地域内の関係(旧)市町村の

中心部を最寄りで連絡する道路 
・ 合併関係市町村内の公共施設等について、合併市

町村の住民による共同利用を促進させるのに必要
なアクセスの道路 

キーワード 市町村合併支援道路 

●●  緊緊  急急  輸輸  送送  路路  

 

Ａ市 

Ｂ町 
役場 

市役所 

救急病院 

消防署 

港湾 

「愛媛県地域防災計画（震災対策編）」において、地震等
緊急災害時に輸送路の迅速な指定が行えるよう、緊急輸
送路として、あらかじめ選定されている路線ネットワーク
で、人員、物資等の輸送等の応急活動を円滑に行えるよう
防災対策を施すこととしている路線 

キーワード
緊急輸送路 
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交通拠点等連絡道路 
観光地連絡道路 
県際道路 

産業道路 
渋滞対策道路 

ボトルネック対策(離合困難解消)道路 他 

 

伊予三島市 

新居浜市 西条市 

今治市 

松山市 

大洲市 
八幡浜市 

宇和島市 久万町 

八幡浜・大洲生活圏 

松山生活圏 

宇摩生活圏 

新居浜・西条生活圏

今治生活圏 

宇和島生活圏 

●●  県県都都6600 アアククセセススププラランン関関連連道道路路  ●●  圏圏域域内内3300 アアククセセススププラランン関関連連道道路路

 

生活圏中心地 
（中心市役所）

役場 

役場 

役場 

集落中心地 
(小学校) 

集落中心地 
(小学校) 

集落中心地 
(小学校) 

集落中心地 
(小学校) 

集落中心地 
(小学校) 

第 5 次愛媛県長期計画「新しい愛媛づくり指針」（H12.3 策

定）において、全ての生活圏中心都市と県都松山市を 60

分で、市町村役場と生活圏中心都市および集落中心地と

市町村役場を 30 分で結ぶことを目標としている 

キーワード
県都60・圏域内30 アクセスプラン 

●●  最最適適・・最最小小ネネッットトワワーークク（（重重要要路路線線））

医療･福祉等関連施設連絡道路 

さらに優先度の高いところへ 

重 点 投 資 

第２編 愛媛の道づくり －未来へ－ 

地域固有の課題 
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  第５章 愛媛の現状と社会の転換 
２．全県一律な整備からの脱却 － 最適最小ネットワークによる優先整備（２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに優先度の高いところに重点投資 

限られた予算を有効的に活用し、より効率的な整備を図るために、「重要路線」の中から、優先的に整備することでよ

り早く大きな効果が得られるところや緊急的な課題を抱えているところへ重点的に投資していき、さらに、路線数におい

ても、半分程度へ重点投資を行っていきます。 
重点投資箇所については、下記の項目のほか、地域固有の課題に対応していく道路も含め、年度ごとに抽出していき、

地域の状況や県民のみなさまのニーズに的確に対応していきます。 

 ●当面の優先整備の項目（例） 

項目 概要 イメージ 

主要な交通拠点と最寄の改良済み国道を連絡する道路又は高速道
路ICを連絡する道路を優先的に整備し、複数の交通機関の連携や
効率的な輸送体系の確立をめざします。 

例 

交通拠点等 

連結道路 

 

 

・松山空港へ接続する道路 
・特急停車駅へ接続する道路 

 

主要な観光地と最寄の改良済み国道を連絡する道路又は高速道路
IC を連絡する道路を優先的に整備し、多くの方に愛媛の魅力にふ
れてもらい、観光地の活性化と観光産業の発展をうながします。

例 

観光地連絡道路 

 

 

・四国88ヶ所寺へ接続する道路 
・年間入込み客数の多い観光地へ接続する道路 

 

隣接する県と密接な交流がある地域又は連携して開発等を行う上
で重要な道路を優先的に整備し、四国や環瀬戸内地域の発展とそ
の一員である愛媛県のポテンシャル向上を図ります。 

例 

県際道路 

 

 

・四国西南県際交流圏に位置する道路 
・瀬戸内しまなみ県際交流圏に位置する道路 

 

生活する上で必要な公共施設等へ連絡する道路又は、その他事業
計画と整合を図りながら整備を進める必要のある道路を優先的に
整備し、県民のみなさまの暮らしを向上します。 

例 

医療･福祉等関連 

施設連絡道路 

 

 

・高度な医療施設へ接続する道路 
・高齢者福祉施設へ接続する道路 

 

工業地帯や選果場、漁港等の産業集積地へ連絡する道路を優先的
に整備し、物流の効率化を図り、地場産業の発展や地域経済の活
性化をめざします。 

例 

産業道路 

 

 

・主要な漁港へ接続する道路 
・工業団地へ接続する道路 

 

都市内の渋滞を解消するための道路を優先的に整備し、渋滞によ
るドライバーへの負荷を低減するとともに、都市の活性化、物流
の効率化をはかり、活力ある街を築きます。 

例 

渋滞対策道路 

 

 

・渋滞対策を要する交差点のある道路 

 

中山間地における見通しの悪い箇所や狭幅員部等の「ボトルネッ
ク」箇所により円滑な交通が確保されていない道路を優先的に整
備し、走行時の快適性や安全性の向上をめざします。 

例 

ボトルネック 

対策道路 

(離合困難箇所解消) 

 

 

・きついカーブが複数あり、走りにくい道路 
・異常気象時に事前の通行規制を行う区間を含む道路

 

 

その他 地域固有の課題に関連する道路 

 

+
病院

福祉施設
B町

A市

+
病院

福祉施設
B町

A市

工業地帯 IC

漁港

高速道路

工業地帯工業地帯 IC

漁港漁港

高速道路高速道路

ボトルネック
(車線減少部）
ボトルネック

(車線減少部）

渋滞箇所渋滞箇所渋滞箇所

愛媛県

X県

県際道路

愛媛県

X県

県際道路

A市

高速道路

X県

88ヶ所寺

A市

高速道路

X県

88ヶ所寺

ボトルネック
（車線減少部）
ボトルネック

（車線減少部）
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重点投資で目指す真の均衡ある発展 

重点化というと、ともすれば、都市部偏

重となり地方が切り捨てられるのではない

かと思われるかもしれませんが、各地域に

必要とされる路線から成り立っている重要

路線を目標として定めたうえで、重点投資

による整備を進めることから、むしろ愛媛

県の道路ネットワークは、バランスよく整

備され、愛媛県の均衡ある発展につながる

と考えられます。 

※ 下記の数値は、例示であり予算、投資規模等を示すものではありません。 
※ 下図はイメージ図であり具体的なルート、位置等を規定するものではありません。 

●路線の絞込みのイメージ 

優先度の高い路線(区間)を整備 

重要路線の整備を概ね完了 

全路線の整備完了へ 

  凡例 
高速道路網 
一般国道（指定区間）

重要路線（区間） 

  凡例 
高速道路網 
一般国道（指定区間）

優先度の高い路線（区間） 

  凡例 
高速道路網 
一般国道（指定区間）

県管理道路 

優先度の高い箇所へ 
重 点 投 資 

重要路線(区間) 

整備済路線 整備済路線 

全路線一律の整備 重点化した整備

●路線の重点化による整備のイメージ 

現在、改良済みの道路 約15～20年後までに改良を施す道路 

将来にわたって整備する道路 

●

40年以上約15年後

満
足

度
(C

S)

重点化により
満足度が向上

●

40年以上約15年後

満
足

度
(C

S)

重点化により
満足度が向上

凡　　例

重要路線に重点投資をした場合

全ての県管理道路に対して
満遍なく整備を行った場合

重点化投資を行ったことによって
発生する満足度の増加分

凡　　例

重要路線に重点投資をした場合

全ての県管理道路に対して
満遍なく整備を行った場合

重点化投資を行ったことによって
発生する満足度の増加分

●整備の重点化による早期効果発現のイメージ 

効果発現のスピードアップで早く満足感を提供します 

これまでのように、全ての道路を対象に満遍なく整備を行った

場合でも、道路が整備されると一定の効果が現れるので、道路に

対する満足度は着実に上昇していました。 
重点投資は、重要な路線を対象に優先的に整備することとなる

ため、満足度の上昇が高くなります。また、重点的に整備される

とより高い効果が早期に現れその後長期にわたって持続します。

重要度の高いものから整備を進めて行くと、重要路線の整備が終

わったあたりから満足度の上昇度は緩やかになりますが、これま

でに整備した道路から得られる効果を十分に受けることができる

ため、道路に対するトータルの満足度は高い水準を保ちます。全

ての路線が整備されたときの効果は整備の順序に関係なく同じな

ので、最終的な満足度は変わりませんが、それまでの過程が異な

りますので、トータルで得られる満足はとても大きくなります。

これには、高速道路や

国道(指定区間)の整備に

よる県土の背骨となる道

路ネットワークの形成が

不可欠であることは、言

うまでもありません。 

第２編 愛媛の道づくり －未来へ－ 
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  第５章 愛媛の現状と社会の転換 
３．全県一律な規模・規格からの脱却 － 効果発現のスピードアップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早期整備が求められる愛媛の道路 

山間部の道路で対向車と出会うとすれ違える場所までバ

ックで戻らなければならないことがあります。せり出した

山肌で急カーブの先が見えないところでは、対向車が来て

いないか不安になります。このような道路では、待避所ま

で戻る時間のロスや走行速度の低下のために目的地までの

所要時間が余分にかかってしまいます。このような地域で

は、消防車や救急車による緊急活動にも支障をきたします。

地域の住民の生活や安全を守るために、このような道路は

一刻も早く整備をすすめなければなりません。 
これまでの道路整備は、全国的に統一された基準で行わ

れており、原則として２車線で整備を進めてきました。ま

た、その際に適用される道路幅員や道路線形等の構造・規

格についても、概ね中程度以上のものを適用してきました。

しかし、現在の財政状況において、従来通りの整備の仕方

●中山間地の未改良の県道における離合困難な状況 

愛媛県における道路整備の最終目標は、県下全域におけるすべての道路の整備の完了ですが、道路整備の効率化を図

るため、当面の課題の解消を目的として、暫定的な規模・規格を適用した整備を行うこととし、ある程度のサービス水

準で、より安価に短期間で提供する方向へと転換していきます。なお、ここでいうサービス水準とは、道路整備の結果

として向上する走行時の安全性や快適性などといった道路が備えるべき機能を指します。 
ここで、新たな整備手法を導入した場合と従来通りの進め方で整備を行った場合の事業期間と整備によって得られる

サービス水準を比較してみます。 
従来の整備では、全線を2車線・一定水準の規格で整備するため、完成すると目標とした道路整備の効果が全て現れ

ますが、効果の発現までの事業コストが大きいだけでなく、サービスの提供が可能となるまでの期間も非常に長くなり

では、早急な対策が必要とされている箇所の整備がスローダウンし、地域住民の生活が不便なままとなります。そこで、

愛媛県では従来の整備手法を見直し、「1.5 車線的整備」、「道路の利用状況に応じた構造・規格の見直し」といった新し

い整備手法に切り替えることに加え、「時間管理」を徹底することで工期の短縮を図り、早期供用による整備効果の早期

発現と併せて事業コストの縮減を図り、道路整備の効率化を目指します。 

ます。そのため、工事期間中における一般の交通への影響

も大きくなります。 
一方、新たに導入する手法を適用して整備を行った場合

は、見通しの悪い急カーブやすれ違いが困難な箇所等、局

部的に問題を抱えている箇所を集中的に整備するに留まる

ため、従来の整備におけるサービス水準よりは劣るものの、

必要とされる工期ははるかに短くなり、ある程度のサービ

ス水準が短期間で提供できます。また、状況に応じて柔軟

に構造・規格を設定することにより事業コストの縮減につ

ながり、同じ費用でより多くの箇所を整備することが可能

となります。 
このように、道路整備の効率化により、当面求められる

サービス水準をより早くより多くの人へ提供できるように

なります。 
そして、全ての地域で最低限のサービス水準が確保され

たのちに、最終目標をめざして整備を進めていきます。 

●効率化による早期効果発現のイメージ 

効率化により道路整備効果を早く発現させる 

目標とするサービス水準

期間

サービス水準

暫定整備によるサービス水準

整備手法の効率化を
実施した場合

従来通りの整備の
進め方をした場合

当
面
の
課
題
の
解
消

・新
た
な
整
備
手
法
の
導
入

従
来
の
整
備

・
全
線
完
成
整
備

必要最低限の
利便性や安全性
をめざした整備

安全性については
より高い水準を

めざす必要がある

目標とするサービス水準

期間

サービス水準

暫定整備によるサービス水準

整備手法の効率化を
実施した場合

従来通りの整備の
進め方をした場合

当
面
の
課
題
の
解
消

・新
た
な
整
備
手
法
の
導
入

従
来
の
整
備

・
全
線
完
成
整
備

必要最低限の
利便性や安全性
をめざした整備

安全性については
より高い水準を

めざす必要がある
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「1.5車線的整備」とは、１車線と２車線の中間の道幅で整備を行うことを意味するのではなく、従来の２車線整備にこだ

わらず、交通量や沿道状況、地形などから判断して、２車線で整備する区間、１車線で整備する区間、局部的な整備で対応す

る区間を設定し、それらを組み合わせることで当面の課題への対処を従来よりも早く安価に行うという新しい整備手法です。

「1.5車線的整備」の手法を導入することで、従来の2車線で連続して整備を推進する場合よりも得られる利便性は小さく

なりますが、効果発現までに、より安く、より早く整備を進められ、整備による効果を短期間で得られることから、問題を抱

える箇所をより多く整備することが可能になります。 

整整備備手手法法 22  ––  道道路路のの利利用用状状況況にに応応じじたた構構造造・・規規格格ででよよりり早早いいササーービビススのの向向上上  

整整備備手手法法 33  ––  早早期期のの利利用用をを目目指指ししたた進進めめ方方でで地地域域のの期期待待にに対対応応  
県民アンケートでは、「工事の期間が長い」、「工事箇所が多く、通行が不便である」といった整備途中の段階に対する

不満が寄せられました。また、工事期間が長引けばその分だけ整備効果が現れるのが遅くなることになります。 
これからは、より早く供用できるように適切な工事の規模を設定していきます。そして、工期を短縮することによって、

事業効果の早期発現、事業コストの縮減を図り、道路利用者の期待に早く応えていきます。 

整整備備手手法法 11  --  愛愛媛媛県県のの「「11..55 車車線線的的整整備備」」  

●愛媛県の１．５車線的整備のイメージ図 

人家がほとんどなく、交通量が少ない区間を

対象に整備します。 
比較的交通量の多い集落内の道路で頻繁に

すれ違いがある区間を対象に整備します。 
比較的交通量が少なく大型車の混入率も少

ない、人家が点在しているような地域の道路

を対象に整備します。 

 将来2車 

ここれれららをを組組みみ合合わわせせたた  

１１..５５車車線線的的整整備備 

２車線整備 局部的整備 １車線整備 

従来の道路整備では、地域や道路の利用状況に関

わらず一定水準のサービスが得られるように、概ね

中位の構造・規格（カーブの大きさ、幅員等）を適

用して整備を進めてきました。しかし、厳しい財政

状況が続くなか、より多くの道路利用者へより早く

サービスを提供するためには、効果的な道路整備を

すすめていくことが重要となります。 
そこで、構造・規格を検討する際に道路が持つ性

格や利用状況を勘案して、サービス水準が極端に低

下しない範囲で最適な構造・規格を選定し、コスト

の縮減、県下全体の整備のスピードアップを目指し

ます。 

●事業期間と道路利用者の満足度の関係（イメージ） 

第２編 愛媛の道づくり －未来へ－ 

設計における構造・規格
（カーブの大きさ、幅員、速度など）

今までの今までの
構造・規格

道路の利用状況に道路の利用状況に
　応じた　応じた構造・規格

低　　　　　　　　　中　　　　　　　　高

低　　　　　　　　　中　　　　　　　　高

コスト

低 高

コスト
縮減

整備のスピードアップ整備のスピードアップ

これからこれから

サービス水準の維持サービス水準の維持

設計における構造・規格
（カーブの大きさ、幅員、速度など）

今までの今までの
構造・規格

道路の利用状況に道路の利用状況に
　応じた　応じた構造・規格

低　　　　　　　　　中　　　　　　　　高

低　　　　　　　　　中　　　　　　　　高

コスト

低 高

コスト
縮減

整備のスピードアップ整備のスピードアップ

これからこれから

サービス水準の維持サービス水準の維持
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  第６章 目標 愛媛の道づくりが目指すもの 
１．道路行政の透明性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これからのコミュニケーション型行政

行 政

施策立案
決定
実施

県民の

みなさま
批判・苦情等

　提　　　示　

従来の提示型のコミュニケーション

これからのコミュニケーション型行政これからのコミュニケーション型行政

行 政

施策立案
決定
実施

県民の

みなさま
批判・苦情等

　提　　　示　

従来の提示型のコミュニケーション

行 政

施策立案
決定
実施

県民の

みなさま
批判・苦情等

　提　　　示　

従来の提示型のコミュニケーション

開かれた道路行政を目指して 

この、道づくりの方向をまとめた、「愛媛道ビジョン」

の策定に向けては、３つのＰＩ活動を行っています。

一つめは、各地域で「道路に関する意見交換会」を

開催し、各地域の課題やみなさまの地域の生の声を聞

かせていただきました。 

二つめは「県民アンケート」を実施し、県政モニタ

ーの方々から広く意見をいただきました。現在の道路

整備水準に対する県民の満足度を再確認するととも

に、県民の真のニーズが数多くよせられました。 

三つめは、有識者による「愛媛県道路懇談会」を開

催し、愛媛県の道路整備のあり方に関すること、道路

整備に伴う地域間交流の促進に関すること、その他道

路に関することなど「今後の道づくり」について意見

をいただいております。 

 

道路は、非常に公共性が高い社会基盤であるため、

その利用者である県民のみなさまが、道路づくりや道

路行政に対して興味を持ち意見を持つことは自然なこ

とであり、これからの道路行政は、この声に耳を傾け、

情報公開や県民とのコミュニケーションにより進める

ことが重要であると考えています。 
今回の道ビジョンの策定においても、パブリックイ

ンボルブメント（PI）※方式をとりいれて、構想段階に

おける計画決定手続きの透明性、客観性、公平さの確

保に努めています。 

●これからのコミュニケーション行政 

※パブリックインボルブメント 
（PI：Public Involvement）
 

公共政策・事業の推進にあ
たっての住民参加の一手法。
関係者に対して計画当初から
情報を提供し、意見をフィード
バックして計画内容を改善、合
意形成を進める手法。 

キーワード
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目指すは満足度の向上 

成果重視の道路整備へ 

民間の企業では、効率的に利益を生み出すため、自

らが提供する商品やサービスでもって、価値観が多様

化する顧客を満足させることができたかを重要視し、

「顧客満足度（Customer Satisfaction：CS）」という

指標で評価を行う手法が用いられております。 
道路行政は、民間企業のように利潤を求めるもので

はありませんが、道路を通じて様々なサービスを提供

している立場から、顧客である道路利用者の道路に対

する満足度の向上が、道路整備の最終目標に位置づけ

られると考えています。 
今後は、この満足度を向上させるためにも、顧客で

ある県民との適切なコミュニケーションを図り、県民

の満足度を向上させることを目標に道路整備をすすめ

ていきたいと考えています。 

これまでの道路整備では、整備目標を改良延長や改

良率といった量で設定してきました。そのため、なぜ

道路整備をしているのか、道路整備によりどのような

メリットをもたらすのかが明確ではありませんでし

た。また、整備目標を量で設定していたため、その評

価も量で行われ、道路整備がどれだけの効果を生みだ

してきたかを、県民のみなさまには充分に伝えること

ができていませんでした。 
これらの反省を踏まえて、これからは、量だけでな

く道路整備の結果得られる成果（アウトカム）による

目標を設定していきたいと考えています。この成果に

よる目標を設定することで、道路整備により目指すも

のが明確になり、量だけでははかれない効果を評価で

きる、ニーズに合わせた成果を設定することでより効

果的な整備を行えるなどのメリットがあります。何よ

り、成果を重視した道路整備を行うことで、今まで以

上に高い道路整備効果を生み出すことができ、県民の

みなさまの道路に対する満足度の向上につながると考

えています。 

第２編 愛媛の道づくり －未来へ－ 
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  第６章 目標 愛媛の道づくりが目指すもの 
２．アウトカム指標 － あなたの満足度で評価したい（１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住んでいる生活圏での安心・快適なくらしを 

道路が持つ様々な機能 

例えば、高速道路や国道のような隣接県や主要都

市間を結ぶ幹線道路は、大都市にしかない高度専門

医療サービスを提供する施設へのアクセスや、地域

の特産品である農水産物をより早く、また、遠くの

市場へと流通させる役割を果たします。また、地域

の主要都市と近隣町村とを結ぶ補助幹線道路は、大

規模な商業施設へのアクセスや福祉サービスの提供

範囲の拡大などの役割を果たします。さらに、集落

と町の中心地とを結ぶ生活道路は、通勤、通学、通

院、買い物など日常生活を支える役割を果たします。

このように道路には様々な役割、機能がありますが、

人々の暮らしや地域経済活動にとってはどれ一つ欠

くことができないものばかりです。 

ところが、現実には全ての地域において、均等に道

路整備が進んでいるわけではなく、高速道路の整備が

遅れている宇和島地方から松山市に行くのにかかる

時間は、松山からの距離がほぼ同じである宇摩地区か

らの時間より約1.4倍の時間を要したり、山間地の集

落では買い物や通院のため町の中心に出るだけで 30

分以上かかったりします。このような地域では道路の

機能が満足に発揮されないため、生活や社会状況に格

差が出てしまいます。 

愛媛県では、「新しい愛媛づくり指針」（第五次愛媛

県長期計画）において、全ての生活圏中心都市を松山

市の１時間交通圏にし、全ての市町村役場を生活圏中

心都市からの 30 分交通圏、全ての集落を市町村役場

からの30 分交通圏にすることを目標にした「県都60

圏域内 30 アクセスプラン」を立て、県民が安心、快

適な生活をおくれるように、また安定した社会経済活

動が営めるようにすることを目指しています。 

あなたの｢まち｣からのアクセス性を評価します 

そこで、一つめの指標として県都60圏域内30アクセ

スプランの達成率を採用することとしました。 

県都 60 アクセスプラン達成率は、県土の均衡ある発

展のための高速ネットワークとしての基盤がどれだけ

確保されているかを表しています。一方、圏域内 30 ア

クセスプラン達成率では、生活に密着した日常の利用の

多い道路が、どれだけ整備されているかを表していま

す。 

県県都都６６００圏圏域域内内３３００アアククセセススププラランンととはは  

指指標標((案案))11  アアククセセススププラランン達達成成率率  

そこで、市町村合併を予定している各市町村間を結ぶ

最短ルートがどれだけ快適に走行できるかを示す指標

として、市町村合併支援率を用います。 

この指標で、市町村合併地域内の移動のスムーズさを

評価するとともに、日常行動圏が拡大しつつある県民の

生活の利便性を表すものとなります。 

新市町内のスムーズな移動を評価します 

行政圏域の拡大 

行政サービスに対するニーズの高度化・多様化に加え

て、少子・高齢化の進展、地方分権の進展、厳しい財政

状況等、市町村の行財政を取り巻く環境は大きく変化し

ており、これらの課題に的確に対応するため、市町村合

併の推進が重要かつ緊急の課題として取組まれていま

す。 

本県でも、70ある市町村のほとんどで市町村合併に向

けての具体的な動きが進んでいます。広域化した合併後

の市町村における行政サービス水準の向上や地域内の 

指指標標((案案))22  市市町町村村合合併併支支援援率率  

一体化の醸成には、地域内の移動がスムーズであること

が不可欠と考えられます。 
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都市部に集中する渋滞 

渋滞に巻き込まれて予定時間に間に合わないといった

経験をされたことのある方は少なくないと思います。こ

の他にも渋滞を見越して早めに出発するなど、渋滞は

日々の生活に多大な影響を及ぼし、無駄に時間を消費し

ています。そして、愛媛県の渋滞は松山や新居浜、西条、

今治などの都市部に集中しており、愛媛県で年間の渋滞

損失時間を貨幣換算すると金額は約 1,200 億円にも上り

ます。（国県道および高速の合計） 

●県都松山市内の渋滞状況 

渋滞解消の効果を評価します 

そこで、渋滞緩和の効果の評価には、渋滞による損

失時間が、どれくらい減少したかを算定することで、

どのくらい渋滞が解消されたかを表すことができま

す。 

指指標標((案案))33  渋渋滞滞にによよるる損損失失時時間間

出典:国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/）

 そこで、災害時における道路確保を示す指標として、緊急輸送

路確保率を導入します。この指標が高くなれば、災害時における

輸送路や救急医療へのアクセスルートが確保されることになり、

県民の安心感につながると考えられます。 

脆弱な県土に緊急輸送路は重要 

四国南西部では、近い将来に南海地震が発生する可能

性が高いと言われており、脆弱な地質である愛媛県で

は、地震が発生すれば多大な被害が発生すると予測され

ます。愛媛県では、地震などの緊急時に避難、救助、諸

施設の復旧などの応急活動に不可欠な道路ネットワー

クとして、緊急輸送路を選定しています。緊急時にはこ

のネットワークの確保が重要となります。 三次救急医療施設

二次救急医療施設
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●市町村別の医療施設数 

緊急時のルートの確保を評価 

指指標標((案案))44  緊緊急急輸輸送送ルルーートト確確保保率率  

出典:第４次愛媛県地域医療計画(案)より作成 

第２編 愛媛の道づくり －未来へ－ 

指指標標((案案))55  道道路路交交通通ににおおけけるる死死傷傷事事故故率率  
交通事故の減少は非常に重要 道路における死傷事故率で評価 

 愛媛県で年間に発生する交通死傷事故は11,490件(平

成 12 年度)※で、人口当たりの発生件数でみますと全国

で 15 番目に多い状況となっています。発生した死傷事

故のうち約３割※が、県が管理する国道、県道で発生し

ている状況にあります。道路を快適に安全に利用してい

ただくためには、交通事故の減少は不可欠であり、これ

らを念頭においた道路整備は、非常に重要であると考え

られます。 

 そこで、交通量に対する死傷事故数の割合を示すもの

として、自動車走行台キロ当たり（区間毎の交通量と道

路延長を掛け合わせた値で、道路交通の量を表す。）の死

傷事故件数を死傷事故率として算出します。死傷事故率

が下がること、すなわち、事故が相対的に減少していく

ことを目指す指標といえます。 

※ ｢交通年鑑｣愛媛県警察本部による。 
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  第６章 目標 愛媛の道づくりが目指すもの 
２．アウトカム指標 － あなたの満足度で評価したい（２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心して街を歩けるように 

近年、歩行中の高齢者が交通事故に巻き込まれるケー

スが増加しています。今後、高齢化が進み、お年寄りの

社会進出が多くなれば、街を歩く機会が今より増えると

考えられます。しかし、市街部の国県道で歩道が整備さ

れているのは約半分であり、残りの区間は車道を歩かな

ければならない状況となっています。 

今後、お年寄りや身障者を含めた誰もが安心して移動で

きる歩道の整備が求められ、バリアフリー化や電線地中

化などの整備を併せて行う必要があると考えています。

 

そこで、歩道の整備状況を表す指標として、市街地歩

道整備率を用いることとし、人の往来が特に多くなる市

街地において広い歩道が整備された割合で表します。 

歩道の整備状況の評価 

指指標標((案案))66  市市街街地地歩歩道道整整備備率率  

すれ違いもままならない道路 

愛媛県の特に山間地の道路では、１車線で対向車に出

合うとすれ違えないような道路が数多く存在します。１

車線道路の場合、国が定めた基準では、見通しのよい区

間で約 300m ごとに待避所が必要とされていますが、待

避所のない区間も多く見られます。 

このような道路では、大型車による物流はほとんど不

可能であり、また救急車や消防車など緊急を要する車両

がすれ違えないために立ち往生することもあり、沿道地

域の生活面、産業面に多大な影響を与えています。 

離合困難な道路の解消を評価 

郊外や山間地の交通量の比較的少ない道路では、必ず

しも全線２車線で改良しなくても、特に線形が悪い区間

の局部改良による２車線化や待避所の設置などいわゆ

る1.5車線的整備を施すことで、当面の効果があると考

えられます。 

そこで、中山間地における快適な走行性の確保を示す

指標として離合困難解消率を採用し、中山間地の道路整

備状況を評価することとします。 

指指標標((案案))77  離離合合困困難難解解消消率率  

身近な道路を取り戻すための取り組み 
かつての道路では、地域の人々が井戸端会議をしたり、学校帰りの子供達が鬼ごっこをしたりする風景がそこかしこで見

られました。その後、自動車の急速な普及によって、道路は“自動車”中心の場となり、このような風景はほとんど見られ

なくなりました。しかし、自動車社会が成熟の時を迎えつつある今、身近な道路にかつてのような生活の賑わいを取り戻す

ための様々な取り組みが行われています。 

その１つとして、「あんしん歩行エリア」や「くらしの道ゾーン」と呼んでいる、ある区域における“人”を中心とした

道路整備の方法があります。これらのエリアでは道路空間を歩行者や自転車が安心かつ快適に利用できるものにするための

構造面や規制面での工夫をしており、規制速度を低く設定したり車道をジグザクにしたクランクや道路を凸型にしたハンプ

を設置したりすることで自動車の速度を低下させて通行者の安全性の向上を図るとともに、バリアフリー化された歩道やた

まり空間の設置、無電柱化、緑化による景観、環境の改善による快適性の向上をめざしています。 

また、住民のみなさまにボランティアで道路の管理や美化活動などをお願いする「愛媛ふれあいのみち」※という取り組

みもあります。この制度を実施することで、地元の道路への愛着心と美化意識の高揚を図り、美しく住みよいまちの環境づ

くりの基盤を築くことができます。                ※「愛媛ふれあいのみち」は、「道路里親制度」の愛称です。 

安安心心歩歩行行エエリリアア・・愛愛媛媛ふふれれああいいののみみちち  ･･････eettcc  
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指標となる項目 内容 備 考 

指標１ アクセスプラン達成率   

 １－１ 県都60アクセス達成率 圏域中心都市のうち松山市まで 60 分で到達可能な都市の割合により

評価 

 

 １－２ 中心都市30アクセス達成率 市町村役場から圏域中心都市まで 30 分で到達可能な市町村の割合に

より評価 

 

 １－３ 市町村役場30アクセス達成率 集落中心（小学校）から市町村役場まで 30 分で到達可能な集落の割

合により評価 

 

指標２ 市町村合併支援率 市町村合併が計画されている市町村間の役場を結ぶ最短ルートのう

ち、快適に走行できるルートの割合で評価 

 

指標３ 渋滞による損失時間 渋滞に巻き込まれて無駄にした時間で評価  

指標４ 緊急輸送ルート確保率 整備された緊急輸送ルートにより生活圏の中心都市や隣接する市町

村とつながっている割合 

 

指標５ 道路交通における死傷事故率 自動車走行による道路交通量に対する死傷事故の割合の減少量によ

り評価 

 

指標６ 市街地歩道整備率 市街地の道路のうち広い歩道が整備されている延長の割合により評

価 

 

指標７ 離合困難解消率 中山間地の道路のうち２車線化や待避所の整備（1.5車線的整備含む）

により大型車を含めた全ての車が容易にすれ違いが可能な延長の割

合により評価 

 

アウトカムの向上は満足度の向上に 

このように、愛媛県ではアウトカム指標を使って道路

整備の成果を評価していきます。 

この指標での評価が向上するということは、単に数字

の向上ではなく、地域の活性化や生活の向上、利便性と

いった道路を利用するみなさまの満足度の向上につな

がっていき、更には、愛媛の元気の創造へとつながって

いきます。 

●愛媛県道路整備アウトカム指標（案）

第２編 愛媛の道づくり －未来へ－ 
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       愛媛県(土木部道路都市局道路建設課) 
        電話   089-912-2710 
        FAX   089-934-9731 
        e-mail dourokensets@pref.ehime.jp 
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